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第１ 監察事項及び対象機関 

 
 平成２９年度監察基本計画に基づき、以下により監察を実施した。 
 
（１）監察事項 

 ① 女性職員活躍とワークライフバランスの推進に関する取組 
 ② コンプライアンスの徹底に関する取組 
 ③ 災害応急対策の実施体制に関する取組 

 

【背景及び視点】 

・監察事項① 

国家公務員については、全府省の事務次官級で構成する「女性職員活躍・ワークラ

イフバランス推進協議会」において、「働き方改革」、「育児・介護等と両立して活躍

できるための改革」及び「女性の活躍推進のための改革」という３つの改革を柱とし

た「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」（平成２

６年１０月１７日）が決定された。国土交通省は、同指針を踏まえ、省を挙げた取組

を強力かつ継続的に推進するため「女性職員活躍とワークライフバランスの推進の

ための国土交通省取組計画」（平成２７年１月２９日、以下「国土交通省取組計画」

という。）を策定し、これに基づいて総合的かつ計画的な取組を進めている。 

この取組をより強力かつ継続的に推進するためには、女性職員活躍とワークライ

フバランス（以下「ＷＬＢ」という。）の推進に関する取組状況に関して、例えば数

値目標が設定された項目については、その達成状況等を把握するとともに、各部局が

行った取組のベストプラクティスを共有する等により、その成果を全省的に展開す

るなど、効果的な普及のための工夫を行う必要がある。 

以上の観点から、女性職員活躍とＷＬＢの推進に関する取組について、監察を実施

した。 

 

・監察事項② 

コンプライアンスの徹底に関する取組については、不祥事が発生する度、組織全体

で累次、強化するなどして再発防止に向けて推進していたところであるが、今般、中

部地方整備局の発注工事に関し、複数の職員が機密情報を漏えいするなどして収賄

等の容疑で逮捕されることとなり、国土交通省に対する国民の信頼は再び大きく損

なわれる結果となった。 

このような状況下で国民の信頼を回復するためには、その前提として、中部地方整

備局を含めた組織全体において、コンプライアンス意識の高揚が十分に図られ、機密
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情報管理が徹底されているかなどのコンプライアンスの徹底状況について、特別監

察における監察項目等に準じて、改めて検証することが必要不可欠である。 

以上を踏まえ、研修等コンプライアンス意識の高揚、事業者・ＯＢ等との接触・対

応、機密情報管理の徹底及び許認可事務に関する取組等が十分になされているかに

ついて、監察を実施した。 

 

・監察事項③ 

国土交通省では、災害発生時の対応に関し、災害対策基本法に基づき、防災に関し

てとるべき措置等を定めた「国土交通省防災業務計画」を作成し、様々な災害に対す

る予防、応急対策、復旧・復興のそれぞれの段階における諸施策を具体的に定め、常

日頃から、災害への対応体制の整備等、必要な措置を講じている。特に、平成２０年

４月には「緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）」が創設され、大規模自然災害が発生し、

又は発生するおそれがある場合において、被災地方公共団体等に対して円滑かつ迅

速に災害対応の支援を実施しており、平成２９年１０月末までに東日本大震災をは

じめ７８の災害に対し、延べ６万人・日を超える派遣職員により被災地支援を実施し

てきているなど、地方支分部局等に期待される役割はますます大きくなってきてい

る。 

このような中、災害発生時に円滑かつ的確に災害対応を実施するためには、事前準

備や後方支援体制の整備等が重要となる。  

以上から、災害応急対策の実施体制に関する取組について、監察を実施した。 

 

（２）対象機関 

国土技術政策総合研究所 

地方整備局（北陸、近畿、四国 及び 九州） 

北海道開発局 

地方運輸局（北陸信越、中部、近畿 及び 九州） 

 

（３）実施方法 

・監察対象機関である本局、事務所等に対し、事前に調査票を送付し、回答及び関

係資料を受領 

・監察対象機関において、担当者に対するヒアリング及び現地の取組状況（機密情

報管理等）の確認をするとともに、局長、事務所長等の幹部職員に対するヒアリ

ングを実施 

・監察終了後、局長、副局長等の幹部職員に対し、監察結果を講評 
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第２ 対象機関毎の担当監察官及び現地監察実施期間 

 

対象機関 担当監察官 実施期間 

国土技術政策総合研究所 

（つくば、横須賀） 

 

総括監察官 麦島 健志 

監察官   関根 雅雄 

監察官   金縄 健一 

監察官   河崎 拓実 

監察官   内田 拓志 

監察官   鴫原  茂 

１２月 ７日及び 

１２月 ８日 

北陸地方整備局 

 本局 

 湯沢砂防事務所 

総括監察官 麦島 健志 

監察官   福井 武夫 

監察官   金縄 健一 

監察官   河崎 拓実 

監察官   内田 拓志 

７月２６日から 

７月２８日まで 

近畿地方整備局 

 本局 

 淀川河川事務所 

 神戸港湾事務所 

総括監察官 麦島 健志 

監察官   関根 雅雄 

監察官   北田  透 

監察官   金縄 健一 

監察官   関  宏治 

１０月３０日から 

１１月 ２日まで 

四国地方整備局 

 本局 

 高知河川国道事務所 

土佐国道事務所 

総括監察官 麦島 健志 

監察官   関根 雅雄 

監察官   金縄 健一 

監察官   内田 拓志 

９月 ５日から 

９月 ８日まで 

九州地方整備局 

 本局 

 福岡国道事務所 

総括監察官 麦島 健志 

監察官   関根 雅雄 

監察官   北田  透 

監察官   金縄 健一 

監察官   内田 拓志 

９月２０日から 

９月２２日まで 

北海道開発局 

 本局 

 札幌開発建設部 

総括監察官 麦島 健志 

監察官   関根 雅雄 

監察官   福井 武夫 

監察官   金縄 健一 

監察官   内田 拓志 

監察官   青山 茂樹 

７月１２日から 

７月１４日まで 
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北陸信越運輸局 

 

総括監察官 麦島 健志 

監察官   石崎 憲寛 

監察官   土肥 祐二 

７月２６日及び 

７月２７日 

中部運輸局 

 

総括監察官 麦島 健志 

監察官   石崎 憲寛 

監察官   山口 宏幸 

１１月 ９日及び 

１１月１０日 

近畿運輸局 

 

総括監察官 麦島 健志 

監察官   落合 康仁 

監察官   鈴木 秀昭 

１０月３０日及び 

１１月 １日 

九州運輸局 

 

総括監察官 麦島 健志 

監察官   落合 康仁 

監察官   鈴木 秀昭 

９月２０日及び 

９月２１日 
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第３ 監察結果 

 

Ⅰ．女性職員活躍とＷＬＢの推進に関する取組 

 

１． 報 告 

 
（１） 働き方改革の取組の状況 

 

１）  業務改善に関する取組 

注：国土交通省取組計画Ⅱ１(２)(２)-１ 業務マネジメントの改革 

「取り組むべき重要な業務の明確化と業務プロセスの改善を行う。あわせて、業務の効率化を行う」 

 

① 業務プロセスの改善に向けた取組状況 

注：国土交通省取組計画Ⅱ１(２)(２)-１① 業務プロセスの改善 ア 重要テーマの選定 

「本省局長、外局の長、地方機関の長等は、今後１年程度の期間を見据え、取り組むべき重要テーマを選定す

る」 

 

全ての監察対象機関において、業務プロセスの改善のため重要テーマを定め、

全職員に周知を行っていた。また業務プロセスの改善を効率よく実施するため、

幹部職員をメンバーとする業務改善委員会並びに下部機関としてプロジェクト

チームを設置していた。 

北陸地方整備局においては、職員が楽になったという実感が持てる取組が重

要という局長の認識の下、業務改善の提案コーナーを設けるとともに、加えて、

平成２７・２８年度においては、事務所等から提案のあった「業務の廃止・簡素

化」等の業務改善（１５２件）について検討し、うち９６件の対応を実施した。 

北陸地方整備局湯沢砂防事務所においては業務方針を明確化するため、事務

所の事業にかかる基本方針と具体的な取組を簡潔に表したペーパーを職員に配

付し、事務所長がこれを説明することで所内に周知していた。この結果、個々の

職員が業務の軽重を判断しやすくなり、業務執行の効率化が図られていた。 

 

② 業務効率化の工夫に関する取組 

  注：国土交通省取組計画Ⅱ１(２)(２)-１② 業務効率化の工夫 

 

全ての監察対象機関において、業務効率化に資するよう総務担当・企画担当部

長より「業務改善の具体的事項について」を発出し、資料作成等の業務を依頼す
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る際の留意事項や会議の効率化について周知し、業務の一層の簡素化・効率化に

努めていた。 

 

ア 資料作成業務の効率化 

近畿地方整備局神戸港湾事務所においては、業務の出来映えへの過度なこだ

わりを抑制し、業務の進め方の見直しを図るよう課長会議（週一回の開催）で周

知していた。 

四国地方整備局においては、本局から事務所に質問・回答を求める場合には、

本局担当部局窓口において回答案を作成し、上司のチェックと同時に本局担当

部局や担当事務所にこれを提示し、追記や修正を求める方策をとっていた。 

 

イ 窓口業務の改善 

近畿地方整備局においては、事務所に対するメールによる業務依頼について

効率的な利用が図られるよう、利用方針の策定のほか、勤務時間内に十分作成で

きるよう業務の依頼者に配慮を求めていた（平成２５年７月「電子メールを用い

た業務依頼等に関する標準ガイドライン」）。また、本省からの依頼については、

依頼された業務の必要性を判断し、疑義がある場合には本省へ問い合わせを行

うなど、安易な処理で事務所に業務依頼することがないように努めていた。 

 

ウ 外出先等でのメール確認による業務の効率化 

北陸地方整備局においては、幹部職員にモバイルパソコン、タブレット、スマ

ートフォンを貸与し、情報セキュリティに係る実施手順書にも抵触しないよう

セキュリティに配慮しつつ、外出先での職場の電子メールの閲覧・送信、電子決

裁、イントラネットの閲覧を可能としていた。 

近畿地方整備局においては、ペーパーレス化及び簡易なテレビ会議が可能と

なるよう、タブレットＰＣを導入し活用を推進していた（本年度中の既設１８６

台、追加で２００台予定）（推奨事例参照）。 

九州地方整備局においては、幹部職員にモバイルＰＣ、タブレットＰＣを貸与

し、出張先等でも職場メールの閲覧・送信ができる環境を構築していた（モバイ

ルＰＣ：７０台、タブレットＰＣ：４５台）。 

 

エ 資料の共有化 

北海道開発局札幌開発建設部においては、業務の性格上、担当者が属人的にな

りがちな業務については、資料の共有化や業務分担の主・副担当化により、柔軟

な対応が可能となるよう措置することとしていた。 
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九州運輸局においては、簡易な部内会議や説明資料は既存のものを使用し、職

員の業務に負担がかからないよう簡素化・共有化に努めていた。また、資料のデ

ータを随時更新し、会議等実施前の資料作成業務の省力化を図るとともに、いつ

誰がどこを更新したかわかるようにしていた。 

 

オ 会議の効率化 

北陸地方整備局においては、局幹部会、コンプライアンス推進本部会議等並び

に外部委員が出席する委員会にテレビ会議を導入し、遠方の事務所や外部委員

の負担を軽減し、会議の効率化を図っていた。 

近畿地方整備局においては、本局において会議打合せ等のために事務所等の

職員を招集する場合には、１日で複数の用務を処理できるよう所属間の連絡を

密にし、適切な日程調整に努めるよう周知していた。 

四国地方整備局においては、工事事故等調査委員会、発注者支援業務等説明会

及び入札・契約手続運営委員会についてテレビ会議を実施していたほか、本局・

事務所間の緊急を要する事案の情報提供・情報共有の手法としてもテレビ会議

を活用していた。 

九州地方整備局においては、従来から会議資料等のペーパーレス化に取り組

んでいたところではあるが、経費節減の観点はもとより、発注関係情報の漏洩防

止の観点からも入札・契約手続運営委員会関係の資料について従来の紙による

説明から電子機器を利用した説明に替えていた（推奨事例参照）。 

 

２）  超過勤務縮減に関する取組 

注：国土交通省取組計画Ⅱ１(２)-２①超過勤務の縮減 

「「超過勤務の縮減に向けた当面の取組について」（平成 22 年 5 月 12 日大臣官房長通知）で設定した月６０

時間、週２０時間の上限目安時間を念頭に、適正な勤務時間管理の徹底、業務の簡素・合理化を進める」 

 

全ての監察対象機関において、上記大臣官房長通知の趣旨を踏まえ、適正な勤務

時間管理の徹底、業務の簡素・合理化を進め、特に実質超過勤務時間が１ヶ月につ

き８０時間を超える職員がいる場合、当該職員名、超過勤務時間数、理由等を局内

の会議等で共有・確認することとしていたほか、職員の勤務状況の的確な把握と超

過勤務の縮減のため、職員が正規の勤務時間外に業務を実施する前に、退庁予定時

間、理由等を所属長に報告する取組を行っていた。 

国土技術政策総合研究所においては、部、課（室）単位で月１日以上の「残業ゼ

ロの日」を設定し、幹部職員の巡回等による実施の徹底を図っていた。実施状況に

ついては四役会議及び幹部会議で報告し情報共有していた。また、超過勤務時間数
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の多かった部署ワースト３、課室単位で平均３０時間を超えている部署及び３ヶ

月連続４０時間以上の超過勤務を行った職員について、総務部長がその理由を確

認し、各部長に改善を促していた。 

北陸地方整備局においては、職員の超過勤務時間の平均だけでなく、長時間の超

過勤務をしている職員に対する個別の対策が重要と認識していた。また、超過勤務

は命令のもと実施させるものであることから、所属長において内容を把握し、しっ

かり管理する必要があること等をまとめた「所属長心得」を作成し、事務所等に周

知していた。 

北陸地方整備局湯沢砂防事務所においては、所長が「仕事で貴重な時間を無駄に

していないか」という認識の下、職員の意識と業務内容の両面の改善を進めてお

り、昨年度までに比べ、今年度超過勤務時間が減少していた。 

四国地方整備局においては、整備局独自の取組（試行）として、超過勤務理由の

明確化と、あわせて部下職員とのコミュニケーションに資する「超過勤務予定表」

の作成について平成２９年７月から３ヶ月間実施していた。 

北海道開発局札幌開発建設部においては、毎月、所属職員の超過勤務時間（災害

対応を除く）が月６０時間を超えると見込まれる場合には、管理職員から担当次長

にあらかじめ超過勤務の必要性・要因、超過勤務解消のために講じた措置及び今後

の超過勤務時間の見通し等を説明し、了承を得るよう指導していた。また、超過勤

務を月１００時間以上、又は月８０時間以上を２ヶ月連続して行った職員につい

ては、管理職員から当該職員の業務内容、当該職員の超過勤務が増大している要

因、当該職員に対してこれまで講じた健康管理上の措置、今後の業務繁忙期に向け

た超過勤務縮減方策等を担当次長に報告させ、特定の係や職員に超過勤務が継続

的に集中しないよう、担当次長より、業務の進行管理の徹底、業務分担の見直し、

業務運営の一層の簡素・効率化に努めるよう指示されていた。 

北陸信越運輸局においては、「健康と家庭の日」が効果的に実施できるよう、当

日においては放送施設を活用した昼休み時・終業時の呼びかけ、管理職員による部

下職員への指導のほか、電子掲示板を活用し始業時から職員への周知を行ってい

た（推奨事例参照）。 

九州運輸局においては、前年度の本局・支局等、運輸局全体の超過勤務時間数

（月平均）を掲げることにより、今年度の数値目標をわかりやすくしていた。また、

局議で四半期毎に各所属単位の超過勤務実績を公表し、超過勤務削減に取り組ん

でいた。 

 

３）  休暇取得促進に関する取組 

注：国土交通所取組計画Ⅱ１(２)(２)-２② 休暇の取得促進 イ 年次休暇の取得日数の目標「職員１人あたり

の年次休暇の取得日数を、平成３２年度までに１５日にすることを目標とする」 
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全ての監察対象機関において、休暇の目標取得日数について、各種会議における

周知のほかイントラネットに掲載していた。また、事務連絡等により、おおむね３

ヶ月毎の休暇取得予定表の通年での作成、月に１日以上の「ポジティブ・オフ」の

取得推進、所属長による業務情報の共有・業務分担の工夫などとともに、休暇を取

りやすい環境の一助となるよう管理職員による積極的「ポジティブ・オフ」の取得

推進等により、職員が休暇を取得しやすい環境の整備に努めていた。 

九州地方整備局福岡国道事務所においては、事務所の目標の一つとして年次休

暇や長期休暇の取得を掲げ（平成２９年４月「福岡国道事務所の戦略２０１７」）、

３ヶ月毎の休暇取得計画表の作成や、階層別休暇取得状況を幹部会で共有するな

ど、休暇を取得しやすい環境の整備に努めていた。 

北陸信越運輸局においては、休暇取得日数について人事評価における指導項目

及び目標設定の一つとするよう指導していた。 

近畿地方整備局（港湾空港関係）においては、ゆう活を利用して各所属単位で行

った親睦行事や個人で楽しんだこと等をイントラネットに掲載し、ゆう活の活用

例として広く紹介し実効性を高める工夫を行っていたほか、各所属課等単位で年

間業務計画を作成のうえ、業務のＰＤＣＡを廻し、積み重ね、効率的業務の執行、

業務の質の向上、職員の指導・育成・労力の軽減につなげることで、計画的な年休

取得をはじめ定時退庁の徹底などを実現できるよう取組を行っていた。 

近畿地方整備局神戸港湾事務所においては、ＧＷ・夏期・年末年始の休暇予定表

の所内全職員の共有、所内連絡会議等における休暇取得促進の呼びかけのほか、連

続休暇が取得しやすいよう契約関係事務について年間の日程調整を事前に行うな

ど、業務計画に関する工夫を行っていた。 

 

（２） 育児・介護等と両立して活躍できるための改革に関する取組 

注：国土交通省取組計画Ⅱ２(１)② 育児休業、休暇等の取得の推進 ウ 育児休業の取得率、配偶者出産休暇

及び育児参加のための休暇の取得日数の目標「男性職員について育児休業を取得した職員の割合を、平成３２

年度までに１３％以上とする。また、男性職員の配偶者出産休暇、育児参加休暇について、平成３２年までに

両休暇合計５日以上の取得を目指す」 

 

１）  男性の家庭生活への関わり推進に関する取組 

全ての監察対象機関において、イントラネットに育児休業、配偶者出産休暇、育

児出産のための休暇等、このほか「すくすく育児帳」等の制度を掲載し、周知に努

めていた。このほか、出産が予定されている職員（本人及び配偶者）に対して「両

立支援ハンドブック（人事院作成）」を配付していた。 
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近畿地方整備局（港湾空港関係）においては、全職員を対象に外部講師を招いた

ＷＬＢに関する講演会を開催していた（平成２７年度より）。アンケート結果では、

９割超の者が職場のＷＬＢ推進が必要と回答していた（推奨事例参照）。 

四国地方整備局においては、新規採用職員研修をはじめとする階層別研修にお

いて「育児・介護のための両立支援制度」の講義を行い、制度の理解を深める取組

を行っていた。 

九州地方整備局においては、階層別研修である新任係長研修、中堅係長研修にお

いて内部講師によるＷＬＢの講義を実施し、仕事と育児・介護等との両立について

理解を深める取組を行っていた（平成２９年度より）。 

 

２）  子育てや介護をしながら活躍できる職場に関する取組 

全ての監察対象機関において、両立支援制度の利用と育児休業復帰後の支援等

の制度をイントラネットに掲載していたほか、育児休業中職員への局内報の送付

など職場情報を提供することで業務復帰の際に円滑に業務が実施されるよう配慮

していた。また、出産又は配偶者出産予定の職員から育児休業等の申し出があった

際、所属の管理職員と総務部人事課の間で情報共有を行うよう努め、職場に欠員が

生じないよう、代替職員の採用手続きを行っていた。 

近畿地方整備局においては、所属長面談等により育児休業や介護休暇の取得に

配慮が必要となった場合、または取得を希望する職員がいる場合には、速やかに業

務分担見直し等の対応策を検討するなど、職員が休暇を取得しやすい雰囲気作り

に配慮することとしていた。 

近畿地方整備局淀川河川事務所においては、子育て両立支援のためのチェック

シートの導入（平成２９年８月）により、家庭内の情報が入りやすくなったことか

ら、休暇取得を希望する職員に対応するための環境の整備が早めに行えるように

なった。 

四国地方整備局においては、仕事と子育ての両立支援制度に係る相談員（事務所

総務課長等２３名）を設置し、出産や育児に関する勤務時間・休暇・育児休業制度

など、仕事と子育ての両立等に関する諸制度について相談できる体制を整備して

いた。 

近畿運輸局においては、育児等に係る状況や両立支援制度の利用についての意

向を把握するため、配偶者が出産予定の男性職員に対して個別に各種制度の説明

及び情報提供を行っていた。また、育児休業から復帰する職員に対しては、復帰後

も不安無く職務に従事できるよう、局内報を通じた職場情報の提供、育児時間等の

制度について電話やメールで説明を行っていた。 
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３）  その他の次世代育成支援対策に関する取組 

注：国土交通省取組計画Ⅱ２(４)③ 子どもたちの体験活動等の支援 

「夏休み時期等の霞ヶ関見学や施設見学等、各機関でその業務の特性に応じて広く社会を知る体験活動の機

会を提供する」 

 

全ての監察対象機関において、それぞれ管内における出前講座や現場見学会等

の参加型イベントを開催していた。 

国土技術政策総合研究所においては、毎年７月に（国立研究開発法人）海上･港

湾･航空技術研究所 港湾空港技術研究所との共催による「夏の一般公開」を開催

し、子どもに港湾空港技術のおもしろさを伝えていた。開催にあたっては、プレス

発表のほか横須賀市教育委員会を通して近隣小学校へ案内チラシを配付するなど、

開催を広く周知していた。このほか、年３回、研究施設の一般公開を実施していた

（４月：科学技術週間、７月：つくばちびっ子博士、１１月：土木の日）。管内各

小学校等へ開催の周知について地元教育委員会に協力を要請していた。 

北陸地方整備局湯沢砂防事務所においては、砂防事業に対する学習意欲や職業

意識の育成、土砂災害防止の意識向上等を図るため、砂防を専攻する大学生等を対

象に、砂防事業の就業体験等の場を提供する「キャンプ砂防」を開催していた。 

近畿地方整備局神戸港湾事務所においては、事務所近隣の幼稚園児を招いた「み

なと見学会」を毎年開催していた。開催にあたっては、事務所ＨＰへの掲載や近隣

の小学校などの施設へのチラシ配付を行うなど、応募しやすい工夫を行っていた。 

九州地方整備局においては、建設業協会等と共同で父親の仕事（仕事場）見学会

「おやじの日」を開催し、発注者、建設会社、協力会社の職員の家族（子どもたち

が中心）に働く父親の姿を見せて土木工事への理解を深めてもらうこととしてい

た（平成２５年度より）。このほか業界団体と一体となって子どもたちの思い出に

残るイベント（新技術紹介、建設機械の運転体験等）を毎年企画していた。 

中部運輸局においては、小学校におけるバリアフリー教室のほか、子ども向けの

車に関するスタンプラリー、点検教室などを内容とする「子ども整備士自動車てん

けん教室」を開催していた。「子ども整備士自動車てんけん教室」については愛知

県自動車整備振興会との連携、整備振興会主催の「マイカー点検教室」との併催に

より、より多くの参加者（主に小学生など４００名）を集めることができた。 

近畿運輸局においては、地域の小中学校の要請に基づき、子どもたちを対象に、

高齢者・障害者の疑似・ノンステップバスの介助体験を経験できる「バリアフリー

教室」、バスの乗り方や公共交通が環境に優しい乗り物であることを知ってもらう

「交通環境教室」、沿線地域の幼稚園児を対象に、鉄道施設等の見学体験を行う「て

つどうワクワクたんけん学校」等複数の教室・見学会を開催し、イベントの中には
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クイズ形式での説明や記念撮影も取り入れるなど家族連れでも楽しめる参加型見

学会を開催していた。 

九州運輸局においては、地域の子どもたちを対象に、高齢者・障害者の疑似・介

助体験を経験できる「バリアフリー教室」の開催、海事産業への興味・関心を持っ

てもらうために、マリンスポーツや海洋教室を通じた「体験型プログラム」「海事

施設の見学会」を開催し、参加したことが心に残るよう、受講修了証の発行、読ん

で楽しめるパンプレットの作成など家庭でも話題になるような工夫を行っていた。 

 

（３） 女性の活躍推進のための取組 

 

１）  女性採用の拡大への取組 

注：国土交通省取組計画Ⅲ１ 女性の採用の拡大「毎年度、国家公務員採用試験からの採用者に占める女性の

割合及び国家公務員採用総合職試験からの採用者に占める女性の割合をそれぞれ３０％以上とするよう努め

る」 

 

全ての監察対象機関において、公務に期待される能力を有する優秀な女性を幅

広く採用できるよう、採用パンフレットで女性職員を紹介するとともに、業務説明

会等に女性職員を派遣し、女性ならではの視点から働きぶりの説明や仕事とプラ

イベート・子育てとの両立について紹介、あるいは実際に子育てをしながら働いて

いる女性職員との意見交換会を実施するなど、女子学生の持つ不安解消に取り組

んでいたところ、これらの結果、各機関とも概ね目標値である３割を達成していた

ところではあるが、国家公務員採用試験の技術系の合格者に占める女性の割合が

低いことに鑑み、大学生だけでなく、中・高校生に対する働きかけが重要と認識し

ていた。 

北陸地方整備局においては、女性申込者拡大に向け、採用パンフレット等におい

て女性職員を特集したページを作成、このほか女性職員に特化した「貴方の力を待

ってます。」を作成し、職場で活躍する女性職員の紹介、仕事と家庭生活の両立支

援等の各種制度を紹介していた。また、技術系女性職員の採用者数を増やすため、

地域の高校生を対象とした現場説明会の開催や、「けんせつ小町と女子学生の対談」

と称した女性職員と女子学生の座談会を企画し、建設業及び国土交通省の仕事に

興味・関心を持っていただく取組を推進していた。 

四国地方整備局においては、技術系女性職員の採用者数を増やすため、地域の女

子大学生を対象とした現場説明会の開催や、女性職員と女子学生の座談会を企画

し、建設業及び国土交通省の仕事に興味・関心を持っていただく取組を推進してい

た。 
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九州地方整備局においては、国家公務員採用試験一般職一次試験に合格した女

子学生を対象に、女性技官の働く事務所において『女性のための職場訪問会』を開

催し、実際に職場で働く女性技官から職場とプライベート・育児との両立などにつ

いてアドバイスを行い、女子学生の不安の解消の一助としていた。このほか、理工

系大学を志す女性を増やす取組として、福岡県の女性技術者と女性活躍のパネル

を作成し、土木の日に福岡県庁や海の中道海浜公園等に展示するなど、管内の各自

治体等の女性技術者との連携に努めていた。また「九州女性技術者の会『九ＷＥ会

（九州 Woman Engineer We Enjoy）』」を活用し、女性技術者同士の連携強化、先輩

職員からの助言や女性も働きやすい職場環境の検討、モチベーションの向上や昇

任意欲の醸成に取り組んでいた。 

北海道開発局においては、採用担当者Ｆａｃｅｂｏｏｋを開設し、北海道開発局

の採用に関する情報とともに、女子学生を対象とした説明会の実施状況を発信し

ていたほか、技術系女性職員の採用者数を増やすため、人事院主催の技術系高等学

校で開催する「公務員ガイダンス」や北海道、札幌市主催の「建設産業ふれあい展」

等へ積極的に参加するとともに、中・高校生を対象とした現場見学会を開催してい

た。 

中部運輸局の単独業務説明会では、各部署の業務説明ブースの他に「女性のため

の採用ブース」を設け、女性採用の拡大に努めていた。 

近畿運輸局においては、技術系職員の採用において本局人事担当者が工業高校

や理工系大学にリクルート活動を実施し、女性職員の採用を積極的にＰＲするこ

とを検討していた。また、試験合格者には採用後のミスマッチを防ぐため、職場見

学を実施し、運輸局の業務をより詳しく知ってもらう機会を設けていた。これらの

取組の結果、平成３０年４月期に技術系職種の女性職員を１名採用することがで

きた。 

九州運輸局においては、自動車系技官及び船舶技官の採用において、工業高校や

理工系大学にリクルート活動を実施し、女性職員の採用を積極的にＰＲを行って

いた。これらの取組の結果、今年度九州運輸局初の女性の自動車技官を採用するこ

とができた（推奨事例参照）。 

 

２）  女性の登用目標達成に向けた計画的育成への取組 

注：国土交通省取組計画Ⅲ２ 女性の登用目標達成に向けた計画的育成「平成３２年度末までに、地方機関課

長・本省課長補佐相当職の女性職員割合を５.４％以上とするよう努める」 

 

① キャリアパスにおける転勤の在り方について 

注：国土交通省取組計画Ⅲ２(１)③ 転勤の可否が登用に及ぼす影響の排除・縮小「キャリアパスにおける転

勤の在り方について検討を行う。その際、出産・子育て期等の前後に転勤等をさせて必要な職務経験を積ませ、
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登用に向けた育成を行うなど、複線的な育成を行うことを検討する」 

 

全ての監察対象機関において、地域や各機関の実情を踏まえた実効性のある

取組を継続していくこととしていた。 

北陸地方整備局においては、係長相当職については、育児や介護等の事情も十

分考慮し、職員の生活との調和に配慮し、職員の居住地、通勤可能な範囲等に配

慮し、また課長相当職については、ポスト数が限られ、勤務官署が管内に遍在し

ている状況であるが、育児や介護等の事情も十分考慮し、職員の生活との調和に

配慮し登用に努めることとしていた。 

北海道開発局においては、配偶者と同じ勤務地への異動の拡大や、住居移転を

ともなわない他省庁、地方自治体への出向等の拡大（平成２８年度に女性４名を

他省庁等へ出向させ係長へ昇任）により、昇任に必要な職務経験を積ませるなど

の対応を進めていた。 

北陸信越運輸局においては、将来の育児期を想定して、若年層のうちに最低で

も二カ所以上のポストを経験させることによりキャリア形成を図ることも念頭

においていた。 

 

② 管理職員の意識改革に資する研修の実施 

注：国土交通省取組計画Ⅲ２(２)「女性職員登用の拡大に向け、管理職員向けの啓発活動として研修を実施す

るなど、管理職員の意識改革を図る」 

 

全ての監察対象機関において、管理職員向けの研修等においてカリキュラム

の一つとして女性登用の重要性に関する項目を設けていた。 

北陸地方整備局においては、管理職員の意識改革を進めるため、管理職員を対

象とした研修プログラムに「男女共同参画及びハラスメント」の講義を盛り込む

など、Ｏｆｆ-ＪＴにおいても意識改革に取り組んでいた。 

四国地方整備局においては、管理職員の意識改革を進めるため、管理職員（副

所長クラス）を対象とした研修プログラムに「女性の活躍とＷＬＢの推進につい

て」の講義時間を設けていた。 

九州地方整備局においては、階層別研修である職場管理・ＯＪＴ研修（所属長

対象）において、ＷＬＢの講義を実施し、女性職員の登用の重要性等の啓発を行

っていた（平成２７年度より）。 

北海道開発局においては、管理職員の意識改革を進めるため、本局課長及び開

発建設部次長級を対象に、平成２７年度は「北洋銀行における女性職員の人材育

成」、平成２８年度は「組織運営と女性活躍推進の取り組み」等をテーマに管理
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研究会を開催していた。 

北陸信越運輸局においては、各種会議等において、局長より「女性の登用・働

きやすい職場環境の整備は管理職員の必須の職務」との訓示がなされていたほ

か、支局長等会議において女性職員登用・ＷＬＢ推進を意見交換のテーマとする

などの取組が行われていた。 

近畿運輸局においては、民間企業で働く女性管理職を外部講師として招き、局

内女性職員及び新規採用職員を対象に女性キャリアアップ研修を実施していた。

なお、研修内容については局内報に掲載するなど、外部知見の活用も行ってい

た。 

 

③ 女性職員のキャリア形成支援、意欲向上 

注：国土交通省取組計画Ⅲ３「育児しながらのキャリアアップが困難等との理由から、女性職員の意欲が低下

し、管理職への登用を望まない場合があると指摘されていることから、女性職員のキャリア形成支援及び意欲

の向上を図る」 

 

各監察対象機関において、地域や各機関の実情を踏まえた実効性のある取り

組みを継続していくこととしていた。 

北陸地方整備局においては、最近の女性の採用状況を踏まえ、今後は女性が育

児もしながら、昇任して管理職になるというキャリアパスを確立しないと、将来

的には、組織が機能しなくなるため、女性が育児休職しても安心して復職できる

環境づくりが重要と認識していた。 

北陸地方整備局湯沢砂防事務所においては、平成２９年九州北部豪雨への

TEC-FORCE 派遣に当たって、２年目の若手を含む女性職員２名を派遣するなど、

個人の能力を見極めながら様々な場で経験を積ませる運用をしていた。 

四国地方整備局高知河川国道事務所及び土佐国道事務所においては、研修効

果を受講者一人にとどめることなく、他の女性職員にも講義内容を広く還元す

るため、昨年度国土交通大学校で実施された「女性職員キャリアアップ研修」に

参加した女性職員による報告・意見交換会を近接する二事務所合同で開催し、両

事務所の女性職員全員が参加した。（推奨事例参照） 

九州地方整備局においては、「九州女性技術者の会『九ＷＥ会（九州 Woman 

Engineer We Enjoy）』」を活用し、女性技術者同士の連携強化、先輩職員からの

助言や女性も働きやすい職場環境の検討、モチベーションの向上や昇任意欲の

醸成に取り組んでいた。 

北海道開発局においては、これまで女性職員を配置してこなかった開発建設

部次長や人事担当補佐に女性を配置したほか、本省予算担当専門官や在外公館
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へ出向させるなど、優秀な女性職員については幅の広い業務経験を積ませ、管理

職層への積極的登用を図ることとしており、本局幹部においては、北海道開発局

の実態を踏まえた女性の登用にむけたキャリアプランの検討が必要であると認

識していた。また、本局内に「北海道開発局女性職員活躍推進プロジェクトチー

ム」を設置し、女性職員活躍推進相談窓口を設けて将来のキャリアなどの相談を

受け付けていた。 

中部運輸局においては、人事課に管理職（所属長）を経験した女性再任用職員

を配置することで、女性職員が相談しやすい環境を整備していた（平成２８年度

まで）。 

 

３）  ＷＬＢの基本的考え方の周知・取組体制の状況 

女性職員の活躍を推進するに当たっては、ＷＬＢの推進が不可欠である。時間的

制約のある職員を含む全ての職員が十分な能力を発揮できるように、これまでの

価値観・意識を大きく改革するとともに、職場における仕事改革、時間と場所の柔

軟化を進め、男女全ての職員の「働き方改革」によるＷＬＢを推進する必要がある。 

 

① 職員にＷＬＢの重要性を認識させるための取組状況 

全ての監察対象機関において、育児・出産に関する制度や家庭と仕事の両立に

関する各種情報をとりまとめたポータルサイトをイントラネットに設置すると

ともに、ＷＬＢの重要性に関する局長等のメッセージを全職員に周知していた。 

北陸地方整備局においては、ＷＬＢ推進強化月間に整備局管内２カ所で、地元

民間企業の担当者（育児しながら会社を起業された方等）を講師に迎え、ＷＬＢ

推進に関する講演会を開催していた（平成２８年度より）。 

九州地方整備局においては、ＷＬＢ推進強化月間に整備局管内２箇所で外部

講師を招聘し、ＷＬＢの講演会を実施し、「イクメン」への取組事例やその効果

等についての理解を深める取組を行っていた。 

 

② 管理職員がＷＬＢの重要性を認識するための取組状況 

全ての監察対象機関において、ＷＬＢと業務改善は車輪の両輪であるとの認

識について局長自らが会議等の場で幹部職員へ訓示や直接指示するなど、幹部

職員の意識改革に取り組んでいた。 

北陸地方整備局においては、管理者研修（事務所課長・出張所長）、新任副所

長研修にＷＬＢのカリキュラムを取り入れ、基本的考え方や社会的背景も含め

周知していた。 

近畿地方整備局においては、新規採用職員を指導する立場にある職員を対象
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に外部講師を招いた「新規採用職員指導講習会」を実施していた。当該講義には

女性活躍を促す部下育成について理解を深めることができる内容となっていた

（平成２９年度より）。 

九州地方整備局では、平成２９年４月に外部講師を招聘し、本局幹部職員及び

事務所長を対象にＷＬＢの講演会を実施し、働き方改革のための具体的な行動

（本局と事務所での行動）など、より実践的な手法について理解を深める取り組

みを行っていた。 

中部運輸局においては、局長から幹部職員に対し、人事評価項目にＷＬＢの推

進に関する目標の設定に努めるよう指示していた。 

 

③ ＷＬＢの推進体制の状況 

全ての監察対象機関において、「女性職員活躍・ＷＬＢ推進担当官」として課

長クラスを指名し、取組計画の積極的推進を図っていた。 

北海道開発局においては、本局内に人事課長、開発調査官、人事対策官等を構

成員とする「北海道開発局女性職員活躍推進プロジェクトチーム」を設置し、 

ⅰ）女性職員の登用の拡大に向けた積極的育成支援 

ⅱ）女性職員の活躍を支援する情報提供 

ⅲ）女性職員活躍推進のための意見集約及び課題解決に向けた取組を実施し

ていた。 

北陸信越運輸局においては、独自の取組の策定及び実施を目的として局長を

ヘッドとして「北陸信越運輸局女性活躍・ＷＬＢ推進室」を設置し、北陸信越運

輸局業務改善推進室との連携を図るなど、より充実した体制を構築していた。 

 

 

国土交通省取組計画において、それぞれ数値目標のある取組について、今年度監察対

象１０機関の状況は以下のとおり。 

 

（１）超過勤務の縮減【目標：平成３２年度までに週２０時間超の職員割合０％】 

○職員一人あたり１ヶ月の残業時間（平成２８年度） 

     全監察対象機関（１０機関）平均 １９時間 

      ・地方整備局等（６機関）平均 ２４時間 

      ・地方運輸局（４機関） 平均 １１時間 

 

（２）休暇取得の促進【目標：平成３２年までに１５日】 

○職員一人あたり取得休暇日数（平成２８年） 
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     全監察対象機関（１０機関）平均 １２日 

      ・地方整備局等（６機関）平均 １３日 

      ・地方運輸局（４機関） 平均 １２日 

 

（３）男性職員の出産・育児休暇取得 

 ① 育児休業の取得率【目標：平成３２年までに１３％以上】 

  ○取得者数／取得対象者数（平成２８年） 

     全監察対象機関（１０機関）平均 ３.５％ 

      ・地方整備局等（６機関）平均 ２.２％ 

      ・地方運輸局（４機関） 平均 ５.５％ 

※４機関において取得者の該当がなかった。 

 

  ② 配偶者出産休暇＋育児参加休暇取得日数【目標：平成３２年までに合計５日以上】 

  ○取得休暇日数の合計／取得対象者数(平成２８年)     

     全監察対象機関（１０機関）平均 ２.２日 

      ・地方整備局等（６機関）平均 ２.０日 

      ・地方運輸局（４機関） 平均 ２.２日 

      

（４）女性職員の採用・登用 

① 新規採用職員における女性割合【目標：毎年度３０％以上】 

     全監察対象機関（１０機関）平均 ２９.５％（平成２９年度） 

      ・地方整備局等（６機関）平均 ３５.１％ 

      ・地方運輸局（４機関） 平均 ２１.０％ 

※各機関とも前年度との比較では採用割合が増加していた。また、内訳では事務 

系職員に偏りがみられた。 

 

② 地方機関課長、本省補佐相当職における女性割合【目標：平成３２年度末    

までに５.４％以上】 

     全監察対象機関（１０機関）平均 １.６％（平成２９年）(注) 

      ・地方整備局等（６機関）平均 １.４％ 

      ・地方運輸局（４機関）  平均 １.９％ 
   (注)平成２９年 7月 1日現在。行(一)のみ、一種・総合職・再任用（フル・ハーフ）を除く５G及 

び６G女性職員数を集計 

※ほとんどの機関の実績値が低い水準にとどまっていた。その要因の一つとして  

母数として女性職員が少ないことから、将来にわたってこれを是正するため、 

まずは係長級の育成に重点をおくこととしていた。  
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２． 提示意見 

 

監察結果を踏まえ、国土交通省取組計画に数値目標のある項目に関し、更なる推進を

図る必要がある項目はもとより、概ね目標を達成している項目についても今後も継続

した取組を期待することから、必要な意見を提示する。 

 

（１）超過勤務縮減に関する取組 

超過勤務の事前確認について、所属長は案件及び目安時間の確認はもとより、当該

案件の進捗状況の管理も可能とするよう、部下職員の業務遂行状況を常に把握する

とともに、特定の職員に業務負荷がかからないよう必要に応じて業務量の平準化を

図るよう努めること。 

 

（２）業務改善の更なる推進  

他機関の好事例も参考とし、業務改善の推進に努めること（会議の効率性の向上、

資料作成の省力化、ペーパーレス化の推進、多様なテレビ会議の実施等）。 

 

（３）休暇の取得促進に関する取組 

機関独自のおかれた状況をふまえ、各年単位や本局・支局・事務所単位での目標設

定を行うなど独自の取組を行うこと。 

休暇取得日数の少ない部署や職員の業務状況等を分析し、目標達成に向けた対応

策の検討を行うこと。 

 

（４）男性職員の育児休業、配属者出産休暇及び育児参加のための休暇の取得促進 

男性職員が育児休業等を取得しやすい雰囲気の醸成を図るため、職員本人をはじ

め、幹部職員・管理職員に対する更なる意識の啓発に取り組むこと。 

 

（５）女性の採用拡大の取組（技官採用に向けた取組） 

技術系女性職員の採用数を増やすため、関係府省と連携して理工系大学を志す女

性を増やす取組を強化するなど、きめ細やかな広報活動の実施に努めること。 

 

（６）女性の登用目標達成に向けた取組 

１）女性三割採用世代の今後の育成方針と人事管理 

女性職員の活躍及び男女のＷＬＢに関する管理職の意識改革を含め、早期のキ

ャリア形成の支援等、女性職員三割採用世代の育成方針の策定を開始すること。 
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２）キャリアパスモデルの提示による女性職員のキャリア形成支援、悩みや心配事の

相談ができる体制づくり 

若手女性職員の能力向上に資する研修に積極的に参加させることや、活躍する

先輩女性職員が歩んできたキャリアパスの事例や先輩職員からの経験談等のキャ

リアパスモデルを紹介すること等を通じて、若手女性職員の意欲の向上を図るこ

と。 

仕事と家庭の両立や将来のキャリアに悩む女性職員が、同様の境遇を経験して

きた先輩女性職員に気軽に相談できるような体制の整備。ロールモデルとなる先

輩女性職員が少ない場合においても、女性職員に適切な相談の機会が確保される

よう、女性職員向けの研修への参加等を通じた横断的な人的ネットワークの形成

を促進すること。 
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３． 推奨事例 

 

（１） 働き方改革の取組の状況 

 

１）業務改善に関する取組 ②業務効率化の工夫に関する取組  

 

【タブレットＰＣの活用（近畿地方整備局）】 

 

近畿地方整備局においては、ペーパーレス化及び簡易なテレビ会議が可能となる

よう、タブレットＰＣを導入していた（平成２９年度中の既設１８６台、追加で２０

０台予定）。 

タブレットＰＣの大量導入、セキュリティ等の管理手法及び活用手法に関する参

考事例として評価できる。 

 

［コンプライアンス推進本部会議での活用風景］ 
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【ペーパーレス化による情報漏洩の防止（九州地方整備局）】 

 

九州地方整備局においては、ペーパーレス化とともに、特に入札・契約手続運営委

員会関係の資料について、発注関係情報の漏洩防止及び経費節減の観点から、従来の

紙による説明から電子機器を利用した説明に替えていた。 

コンプライアンスの面からも評価できるとともに、他の機関での各種会議等にお

いて参考となるものとして評価できる。 

 

［入札・契約手続運営委員会における設置状況］ 
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２）超過勤務縮減に関する取組 

 

【定時退庁日の工夫（北陸信越運輸局）】 

 

北陸信越運輸局においては、「健康と家庭の日」が効果的に実施できるよう、当日

においては放送施設を活用した昼休み時・終業時の呼びかけ、管理職員による部下職

員への指導のほか、電子掲示板を活用し始業時から職員への周知を行っていた。 

定時退庁を呼びかける館内放送、幹部職員の巡回には限界があるが、上記取組は、

職員自身の視野に自然に入ってくる情報とした点が評価できる。 

 

         ［通常時］                           ［設定時］ 
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（２） 育児・介護等と両立して活躍できるための改革に関する取組 

 

【外部講師を招いたＷＬＢに関する講演会（近畿地方整備局（港湾空港関係））】 

 

近畿地方整備局（港湾空港関係）においては、多くの企業や自治体にてＷＬＢのコ

ンサルティングを実施している団体より講師を招き、受講対象に効果的な内容の講

習会を実施していた。なお、配付資料については全職員が閲覧できるよう、後日イン

トラネットに掲示していた。 

・平成２７年度：「ＷＬＢに必要な意識改革とは」（対象：全職員） 

・平成２８年度：「ＷＬＢを理解する、業務プロセス改善を考える」（対象:管理監

督者） 

参加できなかった職員にも講演会の配付資料を用意し、ＷＬＢの推進は職員全員

が対象であることを認識させる取組として評価できる。 

 

          ［講演会の様子(H28)］           ［配付資料］ 
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（３） 女性の活躍推進のための取組 

 

２）女性採用の拡大への取組 

 

【女性技官採用の工夫（九州運輸局）】 

 

九州運輸局においては、積極的なリクルート活動を実施し、九州運輸局初となる女

性の自動車技官の採用に繋げていた。 

自動車系技官及び船舶技官の採用に関して、工業高校や専門学校、理工系大学等に

実際に足を運び、国土交通省・地方運輸局の仕事のやりがいを伝えるほか、女性職員

を紹介した採用パンフレットを活用し、女性が活躍できる職場であり、また女性職員

の育児休業取得率が１００％であることも積極的にアピールしていた。 

地方運輸局業務の必要性・重要性は理解してもらえるものの、さまざまな理由によ

り技術系の女子学生らの採用になかなか繋がらない現状において、実際に女性職員

採用に繋がった事例として評価できる。 
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３）女性の登用目標達成に向けた計画的育成への取組 

 

【キャリア形成支援等の工夫（四国地方整備局）】 

 

四国地方整備局高知河川国道事務所及び土佐国道事務所においては、研修効果を

受講者一人にとどめることなく、他の女性職員にも講義の内容を広く還元するため、

昨年度国土交通大学校で実施された「女性職員キャリアアップ研修」に参加した女性

職員による報告・意見交換会を近接する二事務所合同で開催し両事務所の女性職員

全員が参加した。 

研修に参加した女性職員自らの発案である点及び女性職員の横の繋がりを作るき

っかけとなった点が評価できる。 
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Ⅱ．コンプライアンスの徹底に関する取組 

 

＜入札契約事務に係るコンプライアンスの徹底に関する取組 ： 地方整備局、北海道開

発局、国土技術政策総合研究所＞ 

 

１． 報 告 

 

以下においては、本省が設定した監察項目について、監察対象機関の取組状況の

概要について記載しており、監察対象機関の個別の取組状況については、別添のと

おりである。 
 
（１） 研修等コンプライアンス意識の高揚に関する取組 

 

１）  研修等において重点的に伝えるべき事項及び受講の徹底 

入札契約事務に係るコンプライアンス研修等の実施に当たっては、入札談合等

に関する違法性の認識の徹底の観点から、全ての職員が自分の身近な問題として

取り組むこと、また、繰り返し研修等を実施することが重要である中で、 

 

① 研修等において重点的に伝えるべき事項 

北陸地方整備局及び北海道開発局においては、以下の３項目について、全職員

を対象とする研修等の資料に盛り込んでいた。 

・入札談合等に関与した職員に対しては厳正な懲戒処分、損害賠償請求、刑事

処罰等がなされること 

・自ら望まなくとも、周囲の状況次第で入札談合等の事案に巻き込まれること

があり得ること 

・過去に生じた不祥事事案及び当該事案の要因・背景 

 

② 受講の徹底 

北陸地方整備局、四国地方整備局、北海道開発局及び国土技術政策総合研究所

においては、全職員が年１回は入札契約事務に係るコンプライアンス研修等を

受講することを目標に設定していた。 

また、北陸地方整備局、北海道開発局及び国土技術政策総合研究所において

は、局内の全職員の研修等の受講状況を把握していた。 

さらに、四国地方整備局高知河川国道事務所、土佐国道事務所及び北海道開発

局札幌開発建設部並びに国土技術政策総合研究所においては、未受講者に対し
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て個別に対応して、その結果、全職員が年１回は研修等を受講していた。 

その他、北陸地方整備局においては、受講機会を増やすために、平成２９年度

からは、本局で開催する講習会をＴＶ会議で事務所へ配信するなど工夫してい

た。 

 

２）  発注担当職員に対するコンプライアンス意識のさらなる徹底 

中部事案では、発注担当職員が不正行為に及んでいたことの反省を踏まえ、特に

それらの者を対象とし、コンプライアンス意識の徹底に繋がるよう注意喚起する

ことが重要である中で、北陸地方整備局、北海道開発局及び国土技術政策総合研究

所においては、発注担当職員に対し特に注意喚起を行っていた。 

その他、北陸地方整備局においては、中部事案を踏まえ、平成２９年度のコンプ

ライアンス推進計画に、新たに「工事の発注担当職員のコンプライアンス意識をよ

り高めるための取組」を追加するなど工夫していた。 

 

３）  発注者綱紀保持規程違反等に関する報告についての周知の徹底 

発注者綱紀保持規程違反等に関する報告についての周知徹底を図ることが重要

である中で、近畿地方整備局においては、近畿地方整備局内の職員から情報を求め

る行為についても発注者綱紀保持規程違反となること、発注者綱紀保持規程違反

等についての報告が義務であること及び報告窓口について、全職員を対象とする

研修等の資料に盛り込むなどして、全職員に対し周知徹底を図っていた。 

 

（２） 事業者・ＯＢとの接触・対応に関する取組 

 

１）  事業者等とのオープンな場所での対応の徹底 

事業者等との応接に当たっては、原則として執務室の外にオープンな場所を設

けて、複数の職員により対応するなど、「発注者綱紀保持規程」に定められた応接

方法の徹底を図ることが重要である中で、北海道開発局においては、発注者綱紀保

持規程等では、事業者等との応接について、執務室内で対応することを許容してい

たものの、北海道開発局本局及び札幌開発建設部においては、執務室外のオープン

な場所において対応していた。 

また、その他の監察対象機関においても、事業者等との応接に際しては、原則と

して執務室外のオープンな場所において複数の職員により対応等していた。 

引き続き、取り組むことが必要な状況であった。 

その他、北陸地方整備局においては、事業者等に対しても遵守してほしいルール

の徹底を図るため、独自に作成したチラシを、執務室の入口等に置くとともに、事
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業者との意見交換会等で配布しており、また、四国地方整備局においては、中部事

案の発生も踏まえ、事業者等に対し、応接方法等について遵守してほしいルール等

を記載した文書を発送するなど工夫していた。 

 

２）  積算業務、技術審査・評価業務等を担当する課室への自由な出入りの制限 

積算業務等を担当する課室においては、掲示等により、事業者等の自由な出入り

を制限することが重要である中で、北海道開発局においては、発注者綱紀保持マニ

ュアルでは、設計積算時期など必要な期間のみ、自由な出入りが制限されている旨

を掲示すればよいとしていたものの、北海道開発局本局及び札幌開発建設部にお

いては、積算業務、技術審査・技術評価業務を担当する課室の執務室において、秘

密情報漏洩防止のため、常時、掲示により周知したうえで、執務室に対する事業者

等の自由な出入りを制限していた。 

また、その他の監察対象機関においても、上記業務を担当する課室の執務室にお

いて、常時、掲示により周知したうえで、執務室に対する事業者等の自由な出入り

を制限していた。 

引き続き、取り組むことが必要な状況であった。 

 

３）  副所長等室の可視化、大部屋化等の推進 

事務所等の副所長等室について、ドアの撤去のみ等の暫定対応となっている場

合においても、大部屋化等に向けた取組を進めることが重要である中で、近畿地方

整備局淀川河川事務所においては、ドア撤去のみの暫定対応であり、また、九州地

方整備局福岡国道事務所においては、副所長室の入り口にパーテーションを設置

しており、副所長等室への来訪者を容易に視認できない状況となっていた。 

その他の事務所等においては、副所長室の可視化、大部屋化等について、取組を

実施済みであった。 

その他、四国地方整備局高知河川国道事務所及び土佐国道事務所においては、所

長室・副所長室では事業者等と対応せず、所長・副所長自ら、室外のオープンな場

所において事業者等に対応するなど工夫していた。 

 

（３） 機密情報管理の徹底に関する取組 

 
１）  積算業務と技術審査・評価業務の分離体制の確保 

積算業務と技術審査・評価業務の分離体制を確保することが重要である中で、北

海道開発局札幌開発建設部においては、情報を取り扱う者は異なっていたものの、

同じ課室で、積算業務と技術評価業務の両方の情報を取り扱っており、今後さらな
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る改善が望まれる状況であった。 

その他の監察対象機関においては、積算業務と技術審査業務・評価業務につい

て、取り扱う課室を分離し、同じ者が両方の情報を取り扱わないこととして、分離

体制を確保していた。 

 

２）  「情報管理整理役職表」の適切な更新等の徹底 

発注事務に関する情報について、「情報管理責任者」及び「業務上取り扱う者」

を指定した「情報管理整理役職表」について適切に更新すること及び「情報管理責

任者」による毎年度の点検を適切に行うこと等が重要である中で、 

 

① 情報管理整理役職表の更新 

北陸地方整備局本局、四国地方整備局本局・高知河川国道事務所及び北海道開

発局札幌開発建設部においては、「情報管理整理役職表」を適切に更新していな

かった。 

 

② 本官発注工事に関与する担当事務所職員の情報管理整理役職表への明記 

北陸地方整備局、近畿地方整備局、四国地方整備局及び九州地方整備局の各本

局においては、本官発注工事において担当事務所職員が設計図書の作成に関与

している場合においても、本局の「情報管理整理役職表」の「業務上取り扱う者」

に当該事務所職員を記載していなかった。 

 

③ 情報管理に関する点検 

北陸地方整備局本局、四国地方整備局本局・土佐国道事務所、九州地方整備局

本局・福岡国道事務所及び北海道開発局本局・札幌開発建設部においては、一部

の「情報管理責任者」が、「情報管理整理役職表」によれば取り扱えないはずの

情報についても点検を実施したと報告しており、適切な点検とは言い難い状況

であった。 

また、近畿地方整備局本局・淀川河川事務所・神戸港湾事務所及び九州地方整

備局本局・福岡国道事務所においては、「情報管理責任者」が管理すべき情報の

種類が明示されていない点検表に基づき点検を実施していたため、適切な点検

とは言い難い状況であった。 

 

その他の監察対象機関においては、上記項目について、適切に取り組んでい

た。 
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３）  発注事務に関する書類等の管理の徹底 

発注事務に関する情報に関する書類等及びデータについては、その情報を取り

扱う者以外の者が閲覧等できないように、適切に管理することが重要である中で、 

 

① 発注事務に関する書類等 

九州地方整備局本局及び福岡国道事務所においては、作業途中の積算書類や

技術提案書等の発注事務に関する書類等について、施錠していないキャビネッ

トに保管しているなど、その情報を取り扱う者以外の者が閲覧できる状況にあ

った。 

その他の監察対象機関においては、適切に取り組んでいた。 

 

② 発注事務に関する電子データ 

全ての監察対象機関において、発注事務に関する電子データについては、サー

バー内にアクセス制限のかかったフォルダを作成し、パスワード設定をかけて

管理するなど、その情報を取り扱う者以外の者が閲覧等できないよう制限する

という取扱いをしていた。引き続き、取り組むことが必要な状況であった。 

 

４）  事務所、出張所等へ送付される工事の履行確認のために必要な情報の管理の

徹底 

中部事案では、工事の履行確認のために必要とされた技術提案書が他の事業者

に漏洩されていたことを踏まえ、事務所、出張所等へ送付される工事の履行確認の

ために必要な情報（技術提案書等）について、情報管理の徹底を図ることが重要で

ある中で、北陸地方整備局、近畿地方整備局、九州地方整備局及び北海道開発局に

おいては、事務所、出張所等に送付される、工事の履行確認のために必要な情報

（技術提案書等）について、送付に際しては、担当者に直接手渡しする、パスワー

ドを設定したメールにより担当者に送信するなどして、また、管理・処分に際して

は、書庫で施錠して管理する、履行確認後は速やかに裁断処分するなどして、担当

外の職員が閲覧できないようにするため取り組んでいた。 

その他、北陸地方整備局においては、各事務所に対し、中部事案の再発防止策を

踏まえた取組についての通知を発しており、技術提案書の情報管理の厳格化に加

え、技術審査データ、技術評価点の情報管理の厳格化等、機密情報管理の更なる徹

底を図るなど工夫していた。 

 

（４） 応札・落札状況の分析に関する取組 
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１）  応札・落札状況の分析 

本局・事務所等においては、応札・落札状況を平素から継続的に分析することが

重要である中で、全ての監察対象機関において、事務所ごとの応札状況の情報公開

をしており、また、入札参加者数・落札率等に着目して平素から応札・落札状況を

みていた。引き続き、取り組むことが必要な状況であった。 

 

２）  年平均落札率の高止まり等の傾向がみられる場合において講ずるべき措置 

年平均落札率が高止まりしているなどの場合には、発注者綱紀の一層の保持等

に努めるのみならず、必要に応じて、競争性を確保するために、入札参加資格の見

直しや総合評価落札方式の一層の活用等を検討することが重要であるが、今回の

監察対象機関においては、平均落札率が高止まりする状況はなかった。 

 

３）  談合疑義事実処理マニュアルの運用 

談合疑義事実処理マニュアル（平成２２年９月３０日国地契第３１号別添３等）

の運用にあたっては、各地方整備局等において、事務処理手続を定める規定を整備

しており、同規定を遵守することが重要である中で、四国地方整備局及び九州地方

整備局の各本局においては、事務処理手続を定める規定とその運用に乖離がある

とともに、一部の地方整備局からは、現在の規定どおりに運用することは事務処理

能力上難しいとの意見もあった。 

 

（５） 全体を通じての取組状況 

「情報管理整理役職表」に関して、作成後一度も更新を行っていなかった等、内容

が十分とは言い難い取組が少なからずみられたため、全事務所等において、入札契約

事務に係るコンプライアンスに関する取組についてより一層の徹底を図っていく必

要がある状況であった。 

 
 
 



（別添）監察対象機関毎の監察時点の取組状況 

 以下においては、本省で設定した監察項目についての、監察対象機関毎の監察時点の取組状況について記載している。 

      Ａ：取組を行っていた事項 

Ｂ：取組を行っていなかった又は取組が十分とは言い難かった又は取組に更なる工夫の余地があったものの、 

今後改善等を行う事項 

 
地方整備局等名 北海道 

開発局 

北陸地方 

整備局 

近畿地方整備局 四国地方整備局 九州地方 

整備局 

国土技術政策 

総合研究所 

監察対象機関 本局 札幌開

発建設

部 

本局 湯沢砂

防事務

所 

本局 淀川河

川事務

所 

神戸港

湾事務

所 

本局 高知河

川国道

事務所 

土佐国

道事務

所 

本局 福岡国

道事務

所 

つくば 

 

横須賀 

 

（１） 

研修等コン

プライアン

ス意識の高

揚に関する

取組（※） 

研修等にお

いて重点的

に伝えるべ

き事項の周

知の徹底 

談合等に関与

した場合の厳

正な処分等 

Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ 

望まなくとも

談合等に巻き

込まれる可能

性 

Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ 

過去の不祥事

の具体的要因

等 

Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ 

受講の徹底 全職員に年１

回以上、研修等

を受講させる

ことについて

目標を設定 

Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ 

全職員の 

受講状況の把

握 
Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ 

全職員の年１

回以上受講 Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ 

発注担当職員に対するコンプ

ライアンス意識のさらなる徹

底 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ 
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地方整備局等名 北海道 

開発局 

北陸地方 

整備局 

近畿地方整備局 四国地方整備局 九州地方 

整備局 

国土技術政策 

総合研究所 

監察対象機関 本局 札幌開

発建設

部 

本局 湯沢砂

防事務

所 

本局 淀川河

川事務

所 

神戸港

湾事務

所 

本局 高知河

川国道

事務所 

土佐国

道事務

所 

本局 福岡国

道事務

所 

つくば 

 

横須賀 

 

発注者綱紀

保持規程違

反等に関す

る報告につ

いての周知

の徹底 

同一地方整備

局等内の他の

職員が機密情

報を要求する

行為について

も、発注者綱紀

保持規程違反

となること 

Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

報告は義務で

あること Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ 

報告窓口 
Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ 

報告を怠った

場合には処分

があり得るこ

と 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

２．事業者・

ＯＢ等との

接触・対応に

関する取組 

事業者等とのオープンな場所

での対応の徹底 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

積算業務、技術審査・評価業務

を担当する課室への自由な出

入りの制限 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

副所長等室の可視化、大部屋化

等の推進 － Ａ － Ａ － Ｂ Ａ － Ａ Ａ － Ｂ － － 

３．機密情報

管理の徹底

に関する取

組 

積算業務と技術審査・評価業務

の分離体制の確保 
Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

「情報管理

整理役職表」

の適切な更

「情報管理整

理役職表」の更

新 
Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ － － 
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地方整備局等名 北海道 

開発局 

北陸地方 

整備局 

近畿地方整備局 四国地方整備局 九州地方 

整備局 

国土技術政策 

総合研究所 

監察対象機関 本局 札幌開

発建設

部 

本局 湯沢砂

防事務

所 

本局 淀川河

川事務

所 

神戸港

湾事務

所 

本局 高知河

川国道

事務所 

土佐国

道事務

所 

本局 福岡国

道事務

所 

つくば 

 

横須賀 

 

新等の徹底 本官発注工事

に関与する担

当事務所職員

の情報管理整

理役職表への

明記 

－ Ａ Ｂ － Ｂ － － Ｂ － － Ｂ － － － 

「情報管理責

任者」による毎

年度の点検 
Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ － － 

発注事務に

関する書類

等の管理の

徹底 

発注事務に関

する書類等 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ 

発注事務に関

する電子デー

タ 

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

工事の履行確認のために必要

な情報の送付・管理・処分の徹

底（※） Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ － － 

４．応札・落

札状況の分

析に関する

取組 

応札状況の情報公開 
Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ － － 

談合疑義事実処理マニュアル

の運用 
Ｂ Ｂ Ａ － Ａ － － Ｂ － － Ｂ － － － 

※：本局については、地方整備局及び北海道開発局管内全体を対象とした。 
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２． 提示意見 

 
本提示意見においては、地方整備局の事務所及び内閣府沖縄総合事務局の事務所（た

だし、開発建設部所管の事務所に限る。）並びに北海道開発局の開発建設部を「事務所

等」といい、地方整備局本局及び北海道開発局本局並びに内閣府沖縄総合事務局開発建

設部を「本局」という。 
 
（１）研修等コンプライアンス意識の高揚に関する取組 

入札契約事務に係るコンプライアンスに関して、対象者、内容、頻度を適切に設定

した研修等を行うことで、全ての職員に繰り返しその重要性を認識させる機会を確

保し、コンプライアンス意識が希薄にならないよう継続的な取組を実施することが

重要である。 

 

１）研修等において重点的に伝えるべき事項及び受講の徹底 

事務所等及び本局においては、違法性の認識に関する研修の徹底の観点から、改

めて、全ての職員に自分の身近な問題として認識させるため、以下の事項を重点的

に伝えることに留意して、入札契約事務に係るコンプライアンス研修等（コンプラ

イアンス講習会、講義、講座、コンプライアンスミーティング等各種取組を含む。）

に取り組むこと。 

・入札談合等入札に関する違法行為に関与した職員に対しては厳正な懲戒処分、

損害賠償請求、刑事処罰等がなされること 

・自ら望まなくとも、周囲の状況次第で入札談合等入札に関する違法行為に巻

き込まれることがあり得ること 

・過去に生じた不祥事事案及びその具体的な要因・背景 

また、上記研修等の実施にあたっては、以下の点に留意し、受講の徹底を図るこ

と。 

・コンプライアンス推進計画等において、全職員に年１回以上、上記研修等を受

講させることについて目標を設定すること 

・本局においては管内の全事務所等を含む全職員の上記研修等の受講状況を把

握すること 

・未受講者がいる場合、その者に研修等を受講させるための具体的な取組を行

うこと 

 

２）発注担当職員に対するコンプライアンス意識のさらなる徹底 

事務所等及び本局においては、発注担当職員が、入札契約事務に関する機密情報
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を多く保有しており、不当な働きかけを受けやすい立場にあることを踏まえ、特に

発注担当職員を対象として既存の各種会議等を活用するなどして、入札契約事務

に係るコンプライアンス意識のさらなる徹底を図ること。 

 

３）発注者綱紀保持規程違反等に関する報告についての周知の徹底 

事務所等及び本局においては、外部の者からの不当な働きかけに関する報告の

みならず、同一地方整備局等内の他の職員による発注者綱紀保持規程違反に関す

る報告についても、以下の事項について、研修等において周知徹底を図ること。 

・発注担当職員に対して同一地方整備局等内の他の職員が機密情報を要求する

行為についても、違法、不当な行為として、発注者綱紀保持規程違反となるこ

と 

・報告は職員に課された義務であること 

・報告窓口となる発注者綱紀保持担当者名・連絡先等に関すること 

・報告を怠った場合には処分があり得ること 

 

（２）事業者・ＯＢとの接触・対応に関する取組 

事業者・ＯＢとの接触・対応にあたっては、入札談合への関与や機密情報漏洩等を

防止すること及び国民の疑惑を招かないことが必要であり、不祥事を繰り返さない

ための取組を継続することが重要である。 

 

１）事業者等とのオープンな場所での対応の徹底 

事務所等及び本局においては、発注担当職員は、事業者等との応接に当たって、

原則として、執務室の外に、オープンな接客室等を設けて、複数の職員により対応

するとともに、これによることができない場合は事前に所属長等の承諾を得るな

ど、発注者綱紀保持規程に定められた事業者等との応接方法の徹底を図ること。 

また、北海道開発局においては、上記の主旨について、発注者綱紀保持規程等を

改正し、明確にすること。 

 

２）積算業務、技術審査・評価業務等を担当する課室への自由な出入りの制限 

事務所等及び本局においては、仕様書及び設計書の作成や技術審査・評価等の業

務を担当する課室において、入札契約に係る機密情報漏洩防止のための取組であ

ることを常時、掲示等により周知したうえで、事業者等の執務室への自由な出入り

を制限すること。 

 

３）副所長等室の可視化、大部屋化等の推進 



- 41 - 

事務所等においては、副所長等室の可視化、大部屋化等が実施されていない場合

はもちろん、個室間の壁の一部撤去のみ又はドア撤去のみの暫定対応となってい

る場合においても、庁舎のスペースや構造耐力等の点で支障がない限り、再発防止

対策の主旨を踏まえ、可視化、大部屋化等に向けた取組を進めること。 

また、本局においては、その実施状況を把握した上で、未実施や暫定対応の事務

所等に対し、可視化、大部屋化等に向けた指導・助言を行うこと。 

 

（３）機密情報管理の徹底に関する取組 

入札契約の適正化の観点から、機密情報については、その適切な管理を徹底すると

ともに、情報が漏洩しにくい体制の確保等を図ることが重要である。 

 

１）積算業務と技術審査・評価業務の分離体制の確保 

事務所等及び本局においては、積算業務と技術審査・評価業務の両機密情報を知

る者を限定し、分離体制を確保すること。 

 

２）「情報管理整理役職表」の適切な更新等の徹底 

事務所等及び本局においては、機密情報に関し、誰がどの情報を取り扱えるか明

確にするため、「情報管理整理役職表」を適切に更新すること。また、本局（北海

道開発局においては開発建設部）においては、本官発注工事の入札関連情報に関し

て、事務所職員が設計図書の作成に関与する場合には、当該事務所職員を「業務上

取り扱う者」として「情報管理整理役職表」に明記すること。 

事務所等及び本局においては、情報管理が適切に行われていることを確認する

ため、「情報管理責任者」による毎年度の点検を適切に行うこと。なお、点検に際

しては、「情報管理責任者」が管理すべき情報の種類（予定価格、技術評価点等）

及び媒体（文書、データ）並びに点検結果（適・否・対象外）を明示した点検表に

より点検すること。 

さらに、事務所等及び本局においては、「情報管理総括責任者」は、「情報管理責

任者」からの点検結果の報告内容に関し、点検が適切に行われているか確認、把握

すること。 

 

３）発注事務に関する書類等の管理の徹底 

事務所等及び本局においては、発注事務に関する書類等について、みだりに文書

化せず、文書化したものは「情報管理責任者」として記載されている者が施錠箇所

にて管理し、データについては「情報管理責任者」が指定するサーバー内で管理す

る等、発注者綱紀保持マニュアルに定められた管理方法の徹底を図ること。 
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４）事務所、出張所等へ送付される工事の履行確認のために必要な情報の管理の徹底 

事務所等及び本局においては、技術提案書等の工事の履行確認のために必要な

情報については、担当者以外の者へ情報が漏洩しないようにするため、送付に際し

ては、書類の手渡しや、パスワード付きのファイルでのメール送信等の方法により

送付すること。また、管理・処分に際しては、施錠できる書庫等にて管理し、履行

確認後は速やかに裁断するなどの方法により処分すること。 

なお、本局においては、事務所等に対し、平成２８年度に発覚した中部地整事案

を踏まえ、再発防止に資するため、技術提案書等の管理の厳格化について改めて指

導・注意喚起すること。 

 

（４）応札・落札状況の分析に関する取組 

入札契約の適正化を確保し、違法行為を抑止する観点から、発注工事の落札率、応

札者数、個々の応札者の応札状況等について、平素から継続的に分析することが重要

である。 

 

１）応札・落札状況の分析方法の工夫 

事務所等及び本局においては、応札・落札状況の分析に際しては、必要に応じ、

個々の工事の応札・落札状況だけでなく、以下の点にも着目するなど分析方法を工

夫することが望ましい。 

・時系列的な推移や傾向等に着目した応札・落札状況 

・事業毎（道路、河川、砂防、海岸、港湾等）の応札・落札状況 

・管内の地域毎の応札・落札状況  等 

 

２）年平均落札率の高止まり等の傾向がみられる場合において講ずるべき措置 

事務所等及び本局は、一般土木Ｃ等級工事及び港湾土木Ｂ等級工事（北海道開発

局においては一般土木Ｂ及びＣ等級工事）について、ⅰ上記１）の応札・落札状況

の分析結果を踏まえ、年平均落札率が９５％超で高止まりしている場合や、応札・

落札状況から違法行為が疑われる場合、ⅱ過去に当該地域において「談合情報」又

は「談合疑義事実」があった場合等においては、入札契約の適正化及び職員の違法

行為への関与の防止の観点から、以下の措置を講ずること。なお、その他の工事に

ついても、同様の措置を講ずることが望ましい。 

① 発注者綱紀保持 

事業者等との接触・対応ルールや機密情報管理の徹底等発注者綱紀の一層

の保持に努めること。 
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② 事業者との意見交換会等の場における対応 

事業者に対し、事業者との意見交換会等の場で、発注者として、応札・落札

状況を継続的に注視していること及び談合情報や談合疑義事実にはマニュア

ルに従って厳正に対処する姿勢等を示すよう努めること。 

③ 入札参加資格の見直し等 

より競争性が確保される環境の整備に向けて、必要に応じ、以下の措置につ

いて検討すること。 

・地域要件や等級区分の拡大、施工実績要件の緩和等入札参加資格の見直し 

・直轄工事の実績が少ないが技術力のある事業者の参加を増加させるため、チ

ャレンジ型、技術者育成型、自治体実績評価型等の総合評価落札方式の一層

の活用 等 

 

なお、応札・落札状況に関しては以下の観点についても引き続き留意すること。 

（参考 平成２８年度特別監察提示意見要旨） 

調査基準価格と同額での入札が発生する傾向がみられる場合において講ず

るべき措置 

調査基準価格と同額での入札が発生する傾向がみられるなど激しい価格競

争が行われている場合には、工事を確実に受注するため、事業者から職員に対

し、調査基準価格や総合評価落札方式における技術評価に関する情報などの機

密情報の漏えい要求行為がなされるリスクが高まると考えられる。そこで、事

務所等及び本局は、一般土木工事及び港湾土木工事について、調査基準価格と

同額での入札が発生する傾向がみられる場合、職員が調査基準価格や技術評価

に関する情報等機密情報の漏えい等違法行為に巻き込まれることがないよう、

以下の各措置を講ずること。なお、その他の工事についても、同様の措置を講

ずることが望ましい。 

① 発注者綱紀保持 

事業者等との接触・対応ルールや機密情報管理の徹底など発注者綱紀の

一層の保持に努めること。 

② 入札業者へのヒアリング等 

発注者綱紀保持の観点から必要があるときには、担当職員や当該入札事

業者にヒアリングを行うなどの対応を検討すること。 

 

３）談合疑義事実処理マニュアルの運用 

本局においては、談合疑義事実処理マニュアルの運用にあたり、地方整備局等の

実情に応じた的確な事務処理手続を定める規定を整備するとともに、本局及び事
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務所等においては、その規定を適切に運用すること。 

本省においては、地方整備局等による規定の整備や運用にあたり、必要な指導、

助言を行うこと。 

 
（５）提示意見に対する取組状況についての地方整備局等による監査の実施について 

本局においては、管内の全ての事務所等に対し、２年または３年で一巡して、提示

意見に対する取組状況について監査を行い、実態を的確に把握し、適切な取組がされ

ていない場合には指導、助言のうえ、改善させること。 

 

※ 国土技術政策総合研究所においては、（１）、（２）１）、２）、（３）３）を対象とす

ること。 
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＜許認可事務等に係るコンプライアンスの徹底に関する取組 ： 地方運輸局＞ 

 

１． 報 告 

 
（１） 研修等コンプライアンス意識の高揚 

 

１） コンプライアンス意識の向上のためには、職員がコンプライアンスに関連する

制度について十分理解するとともに、具体的にどのような行動をとるべきかを

適切に認識することが重要である。また、国家公務員法違反や情報漏えいについ

て、職員一人ひとりが、他人事ではない「自分ごと」として危機感を涵養するこ

とが必要である。 

一方で、職員はコンプライアンスの遵守のみに専念すればよいわけではなく、

本来の業務を適切に行うことが求められることから、研修などは効果的に行わ

れることが必要である。 

こうした観点に立って、コンプライアンスに関する研修の実施状況及び実施

内容について監察を実施した。 

 

２）①研修の実施状況 

コンプライアンスに関する研修の実施状況については、全ての監察対象運輸

局において、新任採用職員研修、初任係長研修など節目の研修を活用することで

コンプライアンスの研修を行っていた。この他にも各種研修においてコンプラ

イアンスに関する項目を入れてコンプライアンス意識の高揚に取り組んでいた。 

中部運輸局では、４月の異動期に合わせて全職員に対して、コンプライアンス

の再認識を目的に「コンプライアンスのための遵守事項等チェック表」によりコ

ンプライアンス遵守状況を自己チェックし、職員一人ひとりの意識啓発を図っ

ていた。 

近畿運輸局では平成２３年に発生した自動車ひき逃げ事故や不適切処理事案

を踏まえた再発防止対策の一環として外部講師によるコンプライアンス研修を

毎年実施していた。 

 

②研修の実施内容 

研修の実施内容について、職員一人ひとりにコンプライアンス意識がしっか

りと浸透するよう各運輸局において工夫が見られた。 

中部運輸局では、新人研修において、過去に中部運輸局管内で起こった不適切

事案を題材に、研修受講生に同様の状況が起こった際の対応について検討させ
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るなど研修内容の工夫をしていた。職員が我が身に起こった場合として対応を

検討することで、研修受講生が能動的な姿勢で研修に臨むことにつながりより

研修効果が上がることが期待できる。 

九州運輸局では、許認可や補助金の交付、不利益処分等の権限を持つ国家公務

員は、入札談合に限らず法令等に接触した際には懲戒等厳しい処分が行われる

ことを身近な問題として取り上げ、他人ごとではなく自分のこととして意識さ

せるよう研修内容の工夫をしていた。 

北陸信越運輸局では文書誤廃棄事案に際し、再発防止のため、全職員に対して

公文書管理法の基礎、個人情報保護に関する注意点などを配布し、意識啓発を図

っていた。 

近畿運輸局では、過去に生じた不祥事事案を踏まえた内容として研修を行っ

ていた。 

 

３） 現時点で、コンプライアンス意識高揚に向けた一定の取組は行われているが、

コンプライアンス意識は、一度理解すれば足りるものではなく、全ての職員が常

に持ち続けなければならないものである。このため、コンプライアンス意識の高

揚についての取組はなかなか終わりのないものであり、引き続き続けていく必

要がある。 

また、職員は、多くの業務を抱えており、コンプライアンスだけに取り組めば

良いものではない上に、職員に対し過度にコンプライアンスを強調することは、

反対にコンプライアンス意識の希薄化・マンネリ化させる可能性もある。そこ

で、コンプライアンス違反は、組織全体の信用を失墜させるとともに、職員本人

にも多大な不利益を及ぼすものであることを、職員にとって過度な負担感なく

身にしみて実感できるよう効率的な研修となるよう引き続き工夫を重ねていく

必要がある。 

 

（２） 事業者・ＯＢ等との接触・対応（発注者綱紀保持規程の遵守） 

 

１） 発注に際して職員が遵守すべき内容として、発注者綱紀保持規程が定められて

いる。 

地方運輸局では、地方整備局と比べ発注件数は少なくかつ規模も小さいもの

の、発注行為での不適切な対応は、国民の信頼を大きく損なうことになるため、

地方運輸局においても発注者綱紀保持規程の遵守状況・周知状況などについて

監察を実施した。 

また、内部の問題を早期に発見し、被害の発生・拡大を防止する観点等から内
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部通報制度が正しく周知されているについて監察を実施した。 

 

２） 全ての監察対象運輸局において、事業者からの不当な働きかけや同一運輸局内

の職員からの不当な働きかけはなかった。また、公益通報について、運輸局のト

ップページにリンクを作成し、本省の公益通報手続きを表示できるようにして

いた。 

近畿運輸局においては、発注者綱紀保持について、本局及び各支局の課長クラ

スが出席する会議の場を活用して、発注者綱紀保持規程及び発注者綱紀保持マ

ニュアルの周知を図っていた。 

九州運輸局においては、毎年１回開催される総務担当者会議において、各支

局、事務所等の総務担当者に対して発注者綱紀保持規程及び発注者綱紀保持マ

ニュアルの周知を図っていた。 

北陸信越運輸局においては、公益通報について支局長会議などの機会をとら

えて制度の周知を図っていた。 

 

３） 現時点では、発注者綱紀保持規程や公益通報制度などの周知は図られていた。

しかし、職員に対して一度周知を図れば十分というものではない。内部での不正

が発生した際に、組織として早期に問題を把握し、是正していくためにも、また、

職員にコンプライアンス意識を持って業務にあたる必要性を認識させるために

も、発注者綱紀保持規程、公益通報制度を継続的に職員に対して周知を図ってい

く必要がある。 

 

（３） 許認可事務に関する取組及び個人情報保護、情報セキュリティ等に関する取組 

 

１） 地方運輸局で多く行っている許認可事務は公正さと透明さが求められるもの

である。また、地方運輸局では、多くの個人情報を保有しているため、その適切

な情報管理が強く求められるところである。 

さらに、過去には文書の誤廃棄や個人情報の漏えい、不適切な許認可の事務な

どのヒューマンエラーによるコンプライアンス違反も含めた不祥事・不適切事

案が発生しており、再発防止対策を図っているところである。これらに関する取

組について監察を実施した。 

 

２） 全ての監察対象運輸局において、標準処理期間及び審査基準をホームページで

公表し、透明性確保に努めていた。また、許認可件数が多い分野を中心に執行漏

れを防ぐため複数の職員によるチェック、本局・支局間での情報共有、事案処理
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簿の作成などを行っていた。 

九州運輸局では月１回発行している職員向け内部広報誌において「コンプラ

イアンスの徹底について」とのコ－ナーを設け職員の意識高揚に取り組んでい

た。 

近畿運輸局では自動車交通部において担当者が審査基準を公平に運用できる

よう本局と支局の担当者が定期的に業務検討会を開催し情報共有を図るととも

に、事案対応に係るＱ＆Ａを作成し担当者間で共有していた。 

北陸信越運輸局においては、自動車関係の文書の誤廃棄を防ぐため、保存状態

を定期的に内部で確認していた。 

 

３） 許認可事務に関する取組及び個人情報保護、情報セキュリティ等に関する取組

について、各運輸局では一定の取組が行われていた。しかし、許認可事務の執行

等において運輸局が国民からの信頼を受け続けるには、業務にあたる個々の職

員がコンプライアンス意識をもって業務にあたらなければならない。そのため、

幹部職員が率先して、部下職員に対してコンプライアンス意識の高揚を図って

行く必要がある。 

また、今後、働き方改革などにより、ますます限られた人員・時間の中で遺漏

なく許認可等の業務を行っていくことが求められていくため、ヒューマンエラ

ーが発生しないよう、更なる工夫や取組を進めていく必要がある。 

 

（４） 適切な職務執行の実施に向けて必要となる取組 

中部運輸局では、自動車ディーラーの団体職員が運輸支局等の執務室内に立入り、

自動車登録のための書類を整理していた。 

その後、中部運輸局では新人登録担当研修において個人情報保護意識の再確認を

図るなど独自の再発防止対策をまとめ、取組を始めるとともに、本省自動車局でも昨

年１１月に執務室内立入りに関する通達を見直している。 

執務室内にあるシステム機器の近傍に職員以外が立ち入れば個人情報の流出の危

険が高まることになることから、今後は、本省自動車局の通達に従い、適切な職場管

理が必要である。 
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２． 提示意見 

（１）研修等コンプライアンス意識の高揚に関する取組 

国土交通行政に対する国民の信頼を確保し、所管行政を円滑に遂行するためには、

職員一人ひとりのコンプライアンス意識の向上が不可欠である。許認可事務を多く

行う地方運輸局において、コンプライアンスの確保は、地方運輸局全体に対する社会

からの信用を維持することにつながるのみならず、組織本来の使命を果たしていく

ための下支えとなるものであり、業務執行の基盤とも言うべきものである。 

一方で、コンプライアンスに関する取組は、なかなか終わりがないもので、継続的

に行っていかなければならないものでもある。 

そのため、全ての職員が常にコンプライアンス意識を持ち続け、また、コンプライ

アンス違反が組織にも自分にも多大な不利益を及ぼすことを実感として持ち続けつ

つ、一方でコンプライアンス疲れに陥ることがないよう効果的な研修とするために、

以下の取組が必要である。 

 

・コンプライアンス違反が職員本人のみならず組織にも重大な影響を与えるとの認

識の徹底を図る観点から、例えば昇格時の研修では必ずコンプライアンス研修を

入れるようにするなど定期的に継続的に研修が行われるようにルール化すること。 

・過去に生じた不祥事事案について可能な限り当該事案の要因・背景を具体的に取

り扱うことなどで、コンプライアンス違反が職員にとって身近な問題として自分

にも起こりうると認識させるよう工夫すること。 

 

（２）事業者・ＯＢ等との接触・対応に関する取組（発注者綱紀保持規程の遵守） 

発注者綱紀保持規程では、事業者・ＯＢ等との応接に当たり原則として受付カウン

ター等オープンな場所で複数の職員により対応することや、発注担当職員に対して

同一運輸局内の発注担当外職員から情報を求められる行為についても違反とされる

こと、あるいは、他の職員が発注者綱紀保持規程上の義務に違反した事実を確認した

場合には、担当者に報告しなければならないこと等発注者として遵守すべきことに

加え不正を未然に防ぐためのルールが定められている。こうした発注者綱紀保持規

程や公益通報制度は、内部での不正が発生した際に組織として早期に問題を把握し、

是正していくためにも、また、職員にコンプライアンス意識を持って業務にあたる必

要性を認識させる上でも重要であるため、以下の取組が必要である。 

 

・発注者綱紀保持規程に定める発注に際しての事業者・ＯＢ等との接触・対応につい

てのルールや、公益通報・相談などに関するルール及び担当窓口を職員に分かりや

すい形で整理し、周知徹底を図ること。 
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（３）許認可事務に関する取組及び個人情報保護、情報セキュリティ等に関する取組 

地方運輸局で多く行っている許認可事務は、国民の生活や社会経済活動に密接に

関わるものであり、当該許認可の根拠法令にしたがって、公正さと透明性が確保され

ていなければならないものである。また、プライバシーに関する意識が高まっている

昨今の状況において、個人情報の適切な管理が強く求められている。 

こうした中、各運輸局が行う許認可事務の執行等において国民からの信頼を受け

続けるには、業務にあたる個々の職員がコンプライアンス意識をもって業務にあた

ることが必要である。また、今後、限られた人員・時間の中で遺漏なく許認可等の業

務を行っていくことが求められる。このため、以下の取組が必要である。 

 

・意図的なコンプライアンス違反が決して起こることがないよう、幹部職員が日頃

からの職員管理・業務管理と公平・公正な業務執行に努めるという国家公務員とし

ての意識付けが大切との認識をもち、職員が自らの職務に自信と誇りをもって取

り組むことができる環境づくりに取り組むこと。 

・業務が遺漏なく適切に行えるよう本局・支局間で情報共有を図る、複数の職員によ

るチェック体制を整えるなどヒューマンエラー防止に向けた取組を行うこと。 

 

（４）適切な職務執行の実施に向けて必要となる取組 

・運輸支局等の自動車の登録検査業務の執務室エリアに職員以外の者が立ち入るこ

とは情報漏えいの危険が高まることから、昨年１１月に本省自動車局から出され

た通達に従い適切な対応を行うこと。 
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Ⅲ．災害応急対策の実施体制に関する取組 

 
災害応急対策の実施体制に関する取組の監察にあたっては、監察対象機関の業務の

実態を踏まえ、地方整備局、北海道開発局、国土技術政策総合研究所においては、特に

「緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）」の被災地への派遣に関する取組について重点的に

監察を行った。 

また、地方運輸局においては、災害対策本部が設置された場合の災害支援派遣（リエ

ゾンを含む）に関する取組や、災害時の公共交通機関の運行（航）情報等の広報に関す

る取組について、重点的に監察を行った。 

 

＜地方整備局、北海道開発局、国土技術政策総合研究所＞ 

 
１． 報 告 

 

（１） 災害支援業務における職務環境の整備に関する取組 

災害時に TEC-FORCE 隊員が円滑にかつ効率的に活動するためには、活動する隊員

に対する職務環境の整備（ロジスティックス等）は必須である。 

ロジスティックス（ロジ）等は、被災地において活動中の隊員に対して、必要な時、

必要な場所に、必要な人・物・情報を充足させる活動であり、通信の確保、資材・人

員の輸送、食糧・燃料の確保のほか、情報の整理と発信など多岐にわたる。 

ロジ等は被災地で実施される活動の補助手段として軽視される傾向があるが、ス

ムーズな活動のために、ロジ等は活動と並ぶ主要な活動と考えなければならない。 

TEC-FORCE が迅速に活動できるよう、事前に人員の派遣を行う体制を整備するとと

もに、TEC-FORCE の派遣、組織体制、活動内容等を定めた「TEC-FORCE 活動マニュア

ル」等を作成することが重要であり、作成後も TEC-FORCE の活動を通じ不断の見直

しを行っていくことが大切である。 

他の地方整備局等（以下、地方整備局、北海道開発局及び沖縄総合事務局を併せて

「地方整備局等」という。）の管内へ TEC-FORCE を派遣する場合は、被災地方整備局

等に新たな業務負担を掛けないよう、食事・宿泊・交通・携行品等については自己完

結型の活動が原則であり、ロジ担当者はこの原則に基づき TEC-FORCE 隊員の活動を

支援することが重要である。 

自らが被災した場合を想定し、「業務継続計画」等に執務環境の確保（非常食等の

備蓄など）等について定め、また、他の地方整備局等から TEC-FORCE を受け入れるこ

とも想定し、「TEC-FORCE 活動マニュアル」等に受け入れる際になすべき措置等につ

いて、具体的に定めておくことが重要である。 
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このようなことから、災害支援業務における職務環境の整備に関する取組につい

て監察を実施した。 

 

１）  TEC-FORCE 等の災害支援派遣に関するマニュアル等の整備状況 

① マニュアル類の策定・更新状況 

各地方整備局及び北海道開発局において、本省作成の「TEC-FORCE 活動標準マ

ニュアル」を基に「TEC-FORCE 活動マニュアル」等を作成しており、派遣に関し

て必要な事項を定めていた。また、平成２９年３月に「TEC-FORCE 活動標準マニ

ュアル」が改訂されたことを踏まえ、内容の見直しの検討を進めていた。 

また、国土技術政策総合研究所においては、「国土技術政策総合研究所緊急災

害対策派遣隊設置・派遣要領」等で派遣の手順等基本的な事項を定めていたが、

近年災害発生時の現地での技術指導について研究所の役割がより重要となって

きており、派遣回数が増加していること等を踏まえ、マニュアル類の実態に応じ

た改訂検討を進めていた。 

 

② 災害支援業務における職務環境の整備に関するマニュアル等の整備状況 

各地方整備局及び北海道開発局においては、派遣中の職務環境の整備に関す

るロジ関係の具体的な事項、業務内容について、「TEC-FORCE 活動マニュアル」

に明記している他、独自にロジ担当者向けのマニュアルや資料を作成し派遣者

に配布していた。 

北陸地方整備局では、実際の派遣時に総務班が派遣者に対しロジ関係の業務

について説明を行っていたが、派遣の都度口頭での説明や個別指示によるとこ

ろも多く、派遣時のロジ関係の業務内容をより理解しやすく整理することにつ

いて検討が望まれる。 

四国地方整備局では、「緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)現地支援班ロジ担当

者及び本部総務班業務マニュアル（平成２４年４月作成、平成２８年全面改訂）」

を策定しており、実際の派遣時に総務課長が派遣者に対し説明を行う他、通常時

には、そのマニュアルを用いて「TEC-FORCE ロジ担当者演習」を実施していた。 

九州地方整備局では、平成２５年３月に「現地支援班ロジ担当者＆総務室業務

マニュアル」を策定しており、実際の派遣時に総務課職員が派遣者に対し説明を

行っていた。福岡国道事務所においては、事務所独自の現地ロジ班引継資料を作

成し、効率的に引き継ぎを行っていた。 

 

２）  災害支援派遣先における職務環境の整備のための各種調達の取組状況 

① 災害支援派遣先における食事の確保状況 



- 53 - 

全ての監察対象機関において、災害支援派遣先における食事については個人

調達を基本とし、必要に応じて備蓄食料を持参することとしていた。また、特に

食事の確保に苦労したという事例はなかった。 

 

② 災害支援派遣先における宿泊場所の確保状況 

各地方整備局及び北海道開発局においては、災害支援派遣先における宿泊場

所については、基本的に派遣元の本局にて確保しており、派遣者の負担軽減を図

っていた。 

北陸地方整備局においては、新潟市内の旅行業者に宿泊場所手配の協力要請

を行っていた。また、近畿地方整備局においては、公共機関を活用した移動手段

の確保、宿泊施設の確保を容易にできるように、平成２９年１１月に旅行会社と

協定を締結していた。 

国土技術政策総合研究所においては、派遣者が中心となり研究部の関係者な

どと調整の上、宿泊場所を確保することとしており、必要に応じ後方支援を行う

こととしていた。 

 

③ 災害支援派遣先における移動手段の確保状況 

全ての監察対象機関において、災害支援派遣先における移動手段については、

官用車（運転手：運転手職員、自操、車両管理業務）やレンタカー等により確保

していた。 

北陸地方整備局においては、レンタカーについて、年度当初に全国への派遣に

対応可能な形での契約を結んでいた。また、新潟県、石川県のタクシー会社と災

害時の運転員派遣に関する協定を締結しており、平成２９年７月九州北部豪雨

への派遣で実際に活用していた。さらに、車両燃料の調達については、メーカー

系列のスタンドであれば全国で給油が可能となる法人カードを利用した揮発油

購入等単価契約を締結していた。 

近畿地方整備局においては、平成２７年度までは官用車での移動を行ってい

たが、平成２８年度からは現地までの移動に鉄道や飛行機を利用し、現地調査で

の移動には、通常業務で使用する官用車が不足しないように、タクシーを活用す

る等の改善を図った。また、平成２６年４月に管内のタクシー会社と「災害時に

おける緊急輸送等に関する協定書」を締結した。 

九州地方整備局においては、現地までは、職員運転手又は車両管理業務の運転

手が官用車にて送り、現地では、移動中における道路状況の変化や調査箇所の追

加・変更等へ迅速かつ臨機の対応を考慮し、レンタカーでの自操運転を基本とし

ていた。また、「九州地区レンタカー協会連合会」と災害時の協力協定を締結し
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ており、災害時にレンタカーの保有情報を提供してもらう等の体制を確立して

いた。さらに、全国の系列店で給油が可能となる法人カードを利用した揮発油購

入契約を締結し、派遣時に派遣職員へ法人カードを貸与していた。 

国土技術政策総合研究所においては、レンタカーの活用を基本とし、予め全国

への派遣に対応可能な形での契約を結んでいた。近隣への派遣の場合は公用車

（自操）も活用しており、予め緊急車両登録を行っていた。一方で、国立研究開

発法人研究所との合同調査の際等には調達面での課題を認識していた。 

 

④ 災害支援派遣における携行品の準備状況 

各地方整備局及び北海道開発局においては、災害支援派遣先に持参する携行

品について、派遣時に迅速に持ち出せるように、事前に各班毎に必要な携行品を

パッキングするなどして準備していた。 

四国地方整備局においては、従来携行品を幅広に準備していたところ、平成２

８年熊本地震への派遣職員からの聞き取り等を踏まえ、最低限必要な装備に減

量化を図った。また、タブレット端末の活用により情報収集、資料作成の効率化

や自治体等への分かりやすい説明に効果を上げていた他、車両にルーフラック

を導入し、従来車内に積み込んでいた携行品を車外に積載できるようにして隊

員の移動時の環境改善を図っていた。 

 

３）  受援組織における職務環境整備の取組状況 

① TEC-FORCE 等の受入れを想定した職務環境整備状況 

各地方整備局及び北海道開発局において、「TEC-FORCE 活動マニュアル」に、

他の地方整備局等から TEC-FORCE を受け入れる場合の事前準備やなすべき措置

等について具体的に定めていた。 

北海道開発局においては、他の地方整備局等からのTEC-FORCE受入れに備え、

「総合司令部設営マニュアル」を作成し、活動に必要な環境の準備について具体

的に定めていた。また、平成２８年台風１０号等での TEC-FORCE 受入れ時には、

本局においてネットワークに接続されたＰＣ、カラー複合機、多重無線、災害対

策本部会議やＣＣＴＶカメラが視聴可能なモニター等を準備していた。また、特

に冬期の災害時の TEC-FORCE 受入れに課題を認識していた。 

四国地方整備局においては、「緊急災害派遣隊（TEC-FORCE）等受援マニュアル」

を平成２２年度に策定し、受援時の具体的な事項を整理しており、管内の宿泊施

設、ガソリンスタンド、病院等に関する情報の整理、ネットワークに接続された

ＰＣ等受援に向けた工夫を行っていた。 

九州地方整備局においては、平成２８年熊本地震を踏まえて、大規模災害時の
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受援のための TEC-FORCE 総合司令部の場所を定め、TEC-FORCE 総合司令部の組織

増強、各 TEC-FORCE 班からの情報の集約方法について、平成２９年３月に「災害

対策本部運営要領」を改訂した。平成２９年九州北部豪雨では、TEC-FORCE 総合

司令部の場所に、内部ＬＡＮネットワークに接続されたＰＣの準備、電源コンセ

ントの確保、ＦＡＸ・プリンター等の執務環境を整備していた。 

国土技術政策総合研究所では、「首都直下地震における TEC-FORCE 活動計画」

（平成２９年８月２４日国土交通省策定）において、横須賀庁舎が活動に必要な

拠点の「進出本部」の一つとされ、耐震バースを有する港湾にも近いため、海か

らの支援を考慮した利用や体制等の計画について、関東地方整備局とともに検

討を行っていた。 

 

② 備蓄品の調達・管理状況 

全ての監察対象機関において、「業務継続計画」等に基づき、必要な食料、水、

燃料等を備蓄し、適切に管理していた。 

 

４）  派遣職員の健康安全管理に関する取組状況 

全ての監察対象機関において、「TEC-FORCE 隊員の安全対策の充実」（平成２７年

３月）等を用いて派遣職員の健康安全管理に関する安全教育等の取組を実施して

いた。また、平成２８年度定期監察の提示意見を踏まえ、平成２９年６月２９日に

「国土交通省職員健康安全管理規則」（平成１３年国土交通省訓令第７０号）が改

正され、他の地方支分部局の管内に派遣された TEC-FORCE 隊員の健康安全管理に

ついて、派遣先の地方支分部局の長が責任を有し必要な措置を講じなければなら

ないことが定められたところであり、監察対象機関においては、TEC-FORCE 活動マ

ニュアルの改訂等を検討している状況であった。 

北陸地方整備局においては、安全管理に関して、今年度から、ポイントを絞って

Ａ４版両面１枚にまとめた「TEC-FORCE 隊員の安全対策必携」を派遣命令時に派遣

職員全員へ配布していた。 

九州地方整備局においては、平成２８年熊本地震では、災害対策本部長（九州地

方整備局長）から安全管理に関する「本部長指示」と「緊急調査時の留意点」を発

出し、各班長はこれらに基づいて、現地調査の中止及び再開の判断を行い、安全確

保を確実に行うように班員に徹底した。同様に、平成２９年７月九州北部豪雨で

は、「緊急調査時の留意点」を発出し、各班長はこれらに基づいて、現地調査の中

止及び再開の判断を行った。また、平成２９年７月九州北部豪雨では、「国土交通

省職員健康安全管理規則」（平成２９年６月２９日改正）に基づき、TEC-FORCE 派

遣時の安全管理者（総括防災調整官）を指名した。さらに、TEC-FORCE 隊員の帰還
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後速やかに臨時健康診断の受診を義務づけていた。 

 
（２） TEC-FORCE 派遣における派遣者調整等に関する取組 

災害時に速やかに TEC-FORCE を派遣するにあたっては、TEC-FORCE 派遣の手順、人

選、班編制、業務内容など、特に、ロジ・広報を担当する班あるいは担当要員につい

ても、「TEC-FORCE 活動マニュアル」等に具体的に定めておくことが重要である。 

TEC-FORCE を派遣する際は、TEC-FORCE 隊員は厳しい環境の中での支援活動となる

ため、人選にあたっては職員の健康状態や家庭状況に配慮することや、派遣元組織に

おいて被災している場合はその災害対応や通常業務のフォローアップが重要である。 

TEC-FORCE を派遣する際は、ロジ・広報を担当する担当要員が不足することがない

よう、適切に配置することが大切である。 

このようなことから、TEC-FORCE 派遣における派遣者調整等に関する取組について

監察を実施した。 

 

１）  TEC-FORCE 派遣の手順等のマニュアル等整備に関する取組状況 

各地方整備局及び北海道開発局において、「TEC-FORCE 活動マニュアル」等に、

ロジ・広報関係も含めて TEC-FORCE 派遣の手順、人選、班編制、業務内容等につい

て具体的に定めていた。なお、一部の地方整備局では、派遣の規模や活動内容等に

応じマニュアルと実際の派遣の体制が異なっている状況も見られた。 

 
２）  TEC-FORCE 派遣における派遣者調整に関する取組状況 

全ての監察対象機関において、実際の TEC-FORCE 派遣時には、災害支援業務に

必要な専門性や派遣元組織での業務執行への影響、また、職員の健康状態や家庭状

況にも配慮して人選等を行っていた。 

北陸地方整備局においては、平成２９年７月九州北部豪雨への派遣にあたり、女

性職員２名を派遣していた。また、整備局の特徴として砂防事業を多く行ってお

り、土砂災害等に対し砂防の技術を持つ職員の TEC-FORCE 派遣を求められること

が多いこと、一方で、小規模な砂防事務所から派遣することで残された職員の負担

が大きくなることに特に配慮が必要であることを認識していた。 

国土技術政策総合研究所においては、高度技術支援としての派遣であることか

ら、要請分野の技術指導内容に応じた相応しい者であることを重視しているとこ

ろであるが、大規模災害時には、支援分野が多分野に跨がり、支援要請も多数とな

ることから、発災直後に災害対策本部を立ち上げ、被災の全体像を把握しつつ派遣

の優先度の判断や適切な派遣者の選定を行うこととしていた。 
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３）  ロジ・広報担当者の派遣に関する取組状況 

各地方整備局及び北海道開発局においては、TEC-FORCE 派遣にあたっては、各班

にロジ担当者を適切に配置していた。一方で、いくつかの地方整備局においては、

これまでの実際の派遣とマニュアル等に差異が生じているため、災害時の迅速か

つ円滑な派遣のため、派遣実態を踏まえたマニュアル等改訂の検討が望まれる。 

国土技術政策総合研究所においては、派遣が少人数の専門チームであること、人

員に限りがあることから、ロジを専業とする担当者は付けずに派遣者が中心とな

り研究部の関係者などと調整の上、ロジ・広報関係業務を実施することを基本とし

ていた。しかしながら、ロジ・広報面での後方支援体制について今後の検討課題と

認識していた。 

 
（３） 災害支援の広報に関する取組 

被災地支援の活動内容について被災地内外に発信する広報活動は、支援活動の効

果を高め被災地の早期復旧に繋がるとともに、派遣職員のモチベーションの向上に

も寄与するものであり、効果的に実施する必要がある。このため、TEC-FORCE 派遣に

あたっては、必要な広報活動を実施する体制の確保や広報を効果的に行うための広

報力の向上を図ることが重要である。 

TEC-FORCE を派遣する際には、広報資料の基礎となる活動記録や現場写真撮影等を

実施できるように、広報を担当する班あるいは担当要員を適切に配置するとともに、

TEC-FORCE と被災地方整備局等災害対策本部及び派遣元地方整備局等応援災害対策

本部との連絡調整を十分に行い、被災地と派遣元の双方において必要な広報活動を

実施する体制の構築が必要である。 

TEC-FORCE に関する国民の理解を深めるためには、平時からその活動内容等に関す

る広報活動を積極的に行うとともに、災害時に効果的な広報活動を行うため、平素か

らの広報活動の実施・工夫や報道機関との良好な関係構築等にも取り組むことが重

要である。 

効果的な広報資料の作成方法、活動状況を伝える写真撮影方法、多様な広報手段の

活用等、広報活動のノウハウについて、マニュアル等を作成して関係者が理解を深

め、広報活動をより効果的なものにすることや、広報活動の事後検証と共有により、

業務の改善等に資することが望まれる。 

このようなことから、災害支援に関する広報活動についての取組や体制等につい

て監察を実施した。 

 

１）  災害支援派遣時の広報に関する取組状況 

全ての監察対象機関において、TEC-FORCE の広報の重要性を認識しており、広報
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活動に力を入れて取り組んでいた。 

各地方整備局及び北海道開発局において、出発式の実施とその記者発表を行っ

ていた他、全ての監察対象機関において、ウェブサイトに特設サイトを作成し、ト

ップページからリンクを設け TEC-FORCE の活動状況や写真等を掲載し、随時更新

を行っていた。 

北陸地方整備局及び九州地方整備局では、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、ｔｗｉｔｔｅｒ等

のＳＮＳを活用した情報発信を併せて行っていた。 

 
２）  災害支援派遣時の広報活動の体制の確保状況 

各地方整備局及び北海道開発局においては、TEC-FORCE の活動記録・広報活動を

実施する体制を確保していた。 

北陸地方整備局及び北海道開発局においては、各班に１名配置されたロジ担当

が活動状況写真撮影等の広報担当を兼ねる体制を基本としていた。 

近畿地方整備局及び九州地方整備局においては、広報を担当する班を別途編制

し派遣しており、それによって効果的な広報活動ができていた。 

四国地方整備局では、TEC-FORCE 活動マニュアル上では、独立した広報班の派遣

を位置づけているものの、実際の派遣では被災地や派遣の状況に応じ、班毎に１名

を配置する体制とする等柔軟な対応を行っていた。 

国土技術政策総合研究所においては、人員の制約から広報を専業とする担当者

を派遣せず、派遣者自ら相互に撮影した現地調査状況写真等を災害対策本部に送

付し広報活動を実施していた。 

 

３）  平時の災害派遣等に関する広報活動状況 

全ての監察対象機関において、TEC-FORCE の活動内容等に関する平時の広報活動

を行っていた。手法としては、パンフレットの作成、庁舎ロビー等でのパネル展示、

防災訓練や地域でのイベント時等のパネル展示、地方公共団体等との意見交換の

場を通じた制度・活動紹介、広報誌等を活用した活動紹介等を実施していた。 

 

４）  効果的な広報技術の周知・習得状況 

全ての監察対象機関において、広報活動にあたり、本省及び地方整備局等で作成

された「TEC-FORCE 広報マニュアル」（平成２５年６月作成、平成２６年５月改訂）

や、独自の資料等を用いて職員への広報技術の周知を行っていた。しかしながら、

一部の監察対象機関では、「TEC-FORCE 広報マニュアル」が十分に活用されていな

い状況も見られた。   

四国地方整備局では、「緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）災害記録班（広報班）
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活動マニュアル（暫定版）」を作成し、具体の活動内容を明確化していた。 

また、全ての監察対象機関において、職員の広報スキル向上のための講習会等を

実施しており、複数の監察対象機関で、災害時の広報に特化した講習や、講師とし

て報道関係者やプロの写真家等を招いて効果的な広報や写真撮影方法等に関する

講習を行う等工夫した取組を行っていた。 

 
（４） TEC-FORCE に関するノウハウの継承に関する取組 

TEC-FORCE 派遣終了後に、現地での活動状況・派遣にあたっての反省点・課題等を

整理し、活動報告会等で共有し、TEC-FORCE に関するノウハウを継承することは重要

である。その際、技術的なノウハウだけでなく、ロジ・広報対応についてもノウハウ

を継承することは大変重要である。 

このため、TEC-FORCE に関するノウハウの継承に関する取組について監察を実施し

た。 

 

１）  活動報告会等の開催状況 

本省、地方整備局等及び国土技術政策総合研究所においては、TEC-FORCE 等の派

遣終了後に、現地での活動状況・派遣にあたっての反省点・課題等を整理し「TEC-

FORCE ノウハウ集」を作成しており、各監察対象機関において TEC-FORCE 研修等で

活用していた。 

全ての監察対象機関において、職員向けの活動報告会等を行い TEC-FORCE に関

するノウハウを多くの職員へ継承していた。また、各地方整備局及び北海道開発局

においては、現地での活動状況・派遣にあたっての反省点・課題等を派遣者へのア

ンケート等で把握・整理し、取組の改善につなげていた。 

北海道開発局においては、平成２８年熊本地震への TEC-FORCE 派遣では、隊員

帰還後に本局で活動報告会を行っており、局職員の他、関係機関、地方公共団体及

び河川・道路防災エキスパートの参加のもと活動内容を報告していた。また、札幌

開発建設部においても、部内職員を対象に活動報告会を実施していた。 

北陸地方整備局においては、隊員帰還後に本局にて活動報告会を行っており、本

局や事務所職員（共聴チャンネルでの放送）の他、報道関係者へも公開しており、

ＴＶ報道も行われていた。また、湯沢砂防事務所においても、内部職員を対象に活

動報告会を実施していた。 

近畿地方整備局においては、本局にて活動報告会を行っており、平成２８年熊本

地震については、平成２８年５月に TEC-FORCE 派遣された隊員３３名を含む１２

２名が参加して、整備局長同席のもと報告会を開催していた。また、報告会はマス

コミオープンで開催しており、平成２８年５月の報告会へはマスコミ８社が取材
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に来ていた。さらに、報告会を大会議室にて開催する場合は、より多くの職員が参

加できるように各事務所へ映像配信を実施していた。 

国土技術政策総合研究所では、経験・ノウハウの伝承のための講演会を実施して

おり、その中で派遣時の災害現場でのノウハウについてとり上げ職員への周知を

図っていた。また、横須賀庁舎では、大規模な災害に関しては国立研究開発法人海

上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所と合同での調査報告会を実施してい

た。 

 

（５） TEC-FORCE 派遣に伴う予算措置 

複数の監察対象機関においては、TEC-FORCE について、業務の特殊性、困難性を考

慮し、それに見合う処遇についての課題や、派遣にかかる経費が現時点では直轄予算

から支出されており、別途必要な予算を確保すべきであると課題認識が示された。 

 

  



- 61 - 

２． 提示意見 

 
（１）災害支援業務における職務環境の整備に関する取組 

 
災害支援業務における職務環境の整備については、各機関においてこれまでの派

遣を通じ様々な工夫や改善がなされてきているところであるが、引き続き、不断の見

直しを行い改善に努めることが重要である。 

 
１）TEC-FORCE 等の災害支援派遣に関するマニュアル等の整備 

本省及び地方整備局等においては、TEC-FORCE の派遣、組織体制、活動内容等を

定めた「TEC-FORCE 活動標準マニュアル」及びそれを基に作成している「TEC-FORCE

活動マニュアル」について、TEC-FORCE への期待の高まりや活動内容の多様化を踏

まえ、不断の見直しを行っていくこと。また、国土技術政策総合研究所においては、

派遣の実態を踏まえたマニュアル類の整備、改訂を検討すること。 

 
２）災害支援業務における職務環境の整備に関するマニュアル等の整備 

地方整備局等においては、TEC-FORCE 等の活動を迅速かつ的確に行うため、派遣

中の職務環境の整備に関するロジ関係の具体的な事項、業務内容や、派遣元の応援

対策本部との適切な分担等について、「TEC-FORCE 活動マニュアル」等の不断の見

直しを行っていくこと。 

 
３）災害支援派遣先における移動手段の確保 

地方整備局等及び国土技術政策総合研究所においては、TEC-FORCE 等として派遣

される職員が被災地で円滑かつ安全に移動できる手段を確保するため、引き続き、

実情に応じた移動手段の選定に努めるとともに、必要に応じて関係機関等と災害

時における車両、燃料の確保に関する協定等を締結しておくことが望ましい。 

 
４）TEC-FORCE 等の受入れを想定した職務環境整備 

地方整備局等においては、TEC-FORCE 等の派遣を要請した際に、派遣隊が円滑に

活動環境を整えられるよう、引き続き、TEC-FORCE 総合司令部等での業務に必要な

ＯＡ機器等（ＬＡＮに接続されたＰＣ、複合機、多重無線等）の環境整備、管内の

宿泊先や食事調達先等についての情報の整理等、TEC-FORCE 等の受入れを想定した

場合の必要な準備をしておくことが望ましい。 

 
５）TEC-FORCE 隊員の健康安全管理に関する取組 
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地方整備局等及び国土技術政策総合研究所においては、平成２９年６月に国土

交通省職員健康安全管理規則が改正されたこと等を踏まえ、派遣職員の健康安全

管理の徹底に努めること。 

 
（２）TEC-FORCE 派遣における派遣者調整等に関する取組 

TEC-FORCE 等を派遣する際は、TEC-FORCE 等がより円滑かつ迅速に活動するととも

に効果的な広報を行えるような人員・体制の確保が重要である。 

地方整備局等においては、TEC-FORCE 等の派遣にあたっては、引き続き、ロジ・広

報を担当する班あるいは担当要員を適切に配置すること。 

また、国土技術政策総合研究所においては、派遣の実態や所内の体制等を踏まえ、

派遣に係るロジ関係や後方支援の体制等について、必要な検討を行うこと。 

 
（３）災害支援の広報に関する取組 

TEC-FORCE 活動に関する広報については、これまでも実施されており、マスコミに

取り上げられるなど、一定の成果を得ているが、TEC-FORCE を派遣要請する地方公共

団体等に TEC-FORCE の存在や活動内容を知ってもらうことが被災地の早期復旧に繋

がることから、TEC-FORCE 活動に関する広報は重要である。 

本省、地方整備局等及び国土技術政策総合研究所においては、効果的な広報が行え

るよう、「TEC-FORCE 広報マニュアル」を有効に活用するとともに、講習会等を通じ

て広報のスキル向上を図る等、人材育成等を行うことが望ましい。 

 
（４）TEC-FORCE に関するノウハウの継承に関する取組 

TEC-FORCE 等の派遣終了後に、現地での活動状況・派遣にあたっての反省点・課題

等を整理・共有し、TEC-FORCE に関するノウハウを継承することは重要である。 

本省、地方整備局等及び国土技術政策総合研究所においては、今後とも、TEC-FORCE

に関するノウハウを継承するため、活動報告会の実施や「TEC-FORCE ノウハウ集」等

の充実と一層の活用を図ることが望ましい。 

 
（５）TEC-FORCE 派遣に伴う予算措置 

TEC-FORCE 等が円滑かつ迅速に活動を行うためには、派遣に伴う予算措置が必要で

ある。 

本省及び地方整備局等においては、大規模災害時における TEC-FORCE の派遣に伴

う費用について、適切な予算措置ができるよう努めること。 

 
（６）その他 
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地方整備局等及び地方運輸局においては、災害発生時には、相互の被災状況や復旧

状況等の情報が公共交通事業者等を含む地域の関係機関にとって非常に重要な情報

となるため、引き続き、相互の被災状況や復旧状況等について、地方整備局等と地方

運輸局間の情報共有に加え、公共交通事業者等を含む地域の関係機関との情報共有

を図る仕組みを構築することが望ましい。 
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３． 推奨事例 

 

（１） TEC-FORCE 等の受入れを想定した職務環境整備 

 

【TEC-FORCE 受入れにあたってのマニュアル等の整備（北海道開発局、四国地方整備局）】 

 
北海道開発局においては、他の地方整備局等からの TEC-FORCE 受入れに備え、「総

合司令部設営マニュアル」を作成し、活動に必要な環境の準備について具体的に定め

ていた。また、平成２８年台風１０号等での TEC-FORCE 受入れ時には、本局において

ネットワークに接続されたＰＣ、カラー複合機、多重無線、災害対策本部会議やＣＣ

ＴＶカメラが視聴可能なモニター等を準備していた。また、受入れ終了後には対応時

のノウハウをマニュアルに書き込んでいた。 

四国地方整備局においては、平成２２年に「緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）等

受援マニュアル」を策定し、受援時の具体的な事項を整理していた。また、管外から

の派遣隊へ情報提供できるよう、管内各事務所周辺の宿泊施設、ガソリンスタンド、

病院等に関する情報を整理しており、さらには、四国地方整備局のネットワークに接

続されたＰＣを準備し、資料等の送付・共有を容易にするなど、受援に向けた工夫を

行っていた。 

 これら受援に向けたマニュアル類の整備や総合司令部の環境整備は他機関から

の TEC-FORCE 派遣を迅速に受け入れる取組として評価される。 

   
TEC-FORCE 総合司令部設営時の 「緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）等 

機器類等の整備（北海道開発局） 受援マニュアル」（四国地方整備局） 

  



- 65 - 

（２） 派遣職員の健康安全管理に関する取組 

 
【安全対策必携の作成（北陸地方整備局）】 

 
北陸地方整備局においては、平成２９年度に、安全管理に関してポイントを絞って

Ａ４版両面１枚にまとめた「TEC-FORCE 隊員の安全対策必携」を作成し、年度当初の

事務所長、副所長及び担当課長会議等で周知するとともに、派遣命令時に派遣職員全

員へ配布していた。 

こうした取組は、TEC-FORCE 派遣者に対する安全教育の取組として評価される。 

  
「TEC-FORCE 隊員の安全対策必携」（北陸地方整備局） 
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【安全対策に関する「本部長指示」と「緊急調査時の留意点」の発出（九州地方整備局）】 

 

九州地方整備局においては、平成２８年熊本地震において、災害対策本部長（九州

地方整備局長）から安全管理に関する「本部長指示」と「緊急調査時の留意点」を発

出し、各班長はこれらに基づいて、現地調査の中止及び再開の判断を行い、安全確保

を確実に行うように班員に徹底した。また、平成２９年九州北部豪雨においても、水

災害版の「緊急調査時の留意点」を発出した。 

これらの取組は他機関から派遣された TEC-FORCE の活動における安全管理の取組

として評価される。 

 

 

 

  
安全管理に関する「本部長指示」、「緊急調査時の留意点」 

（九州地方整備局） 
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（３） 災害支援の広報に関する取組 

 

【活動記録・広報を専門とする班の派遣（近畿地方整備局、九州地方整備局）】 

 

近畿地方整備局及び九州地方整備局においては、TEC-FORCE 派遣にあたり、実際に

現地での支援活動を行う班の他に、独立して活動記録・広報写真の撮影を行う班（広

報撮影班：近畿地方整備局、災害記録班：九州地方整備局）を派遣しており、これに

よって効果的な広報活動を行っていた。 

これらの取組は、TEC-FORCE の活動記録・広報を効果的に実施する体制確保の取組

として評価できる。 

 
 

  
（近畿地方整備局） 

 

 
（九州地方整備局） 

広報撮影班の活動状況 
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【広報に関する講習会（北海道開発局、九州地方整備局、国土技術政策総合研究所）】 

 

北海道開発局、九州地方整備局、国土技術政策総合研究所においては、職員の広報

スキル向上のため、新聞記者等の報道機関関係者を講師とした講習会を実施してお

り、広報用写真撮影時の留意点や、実際に撮影された写真に対するアドバイス、記者

発表等広報資料の伝わる広報紙の作り方の講義等を行っていた。 

これらの取組は、効果的な広報を行うための職員の広報力向上の取組として評価

できる。 

 

  

（北海道開発局）        （九州地方整備局） 

 

 

（国土技術政策総合研究所） 

広報写真講習会の実施状況 

 

  



- 69 - 

（４） TEC-FORCE に関するノウハウの継承に関する取組 

 
【活動報告会等の開催（北海道開発局、北陸地方整備局、近畿地方整備局等）】 

 

北海道開発局、北陸地方整備局、近畿地方整備局においては、TEC-FORCE 派遣終了

後、活動報告会を報道関係者へ公開する形で実施しており、実際に新聞、ＴＶ報道も

行われていた。 

また、活動報告会の実施にあたっては、国の機関、地方公共団体及び河川・道路防

災エキスパートの参加（北海道開発局）、事務所への映像配信（北陸地方整備局、近

畿地方整備局、四国地方整備局）等、より多くの職員や関係者に活動内容を伝える工

夫をしていた。 

これらの取組は、職員へのノウハウ継承に加え、広報の観点でも効果的な取組とし

て評価される。 

  
（北海道開発局）     （北陸地方整備局） 

 
（近畿地方整備局） 

TEC-FORCE 活動報告会の実施状況 
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＜地方運輸局＞ 

 
１． 報 告 

 
（１） 災害支援業務における職務環境の整備に関する取組 

災害時に災害支援業務を円滑にかつ効率的に活動するためには、活動する隊員に

対する職務環境の整備は必須である。職務環境の整備は、派遣先で実施される災害支

援業務の補助手段ではあるものの、あらかじめ派遣体制を整備しておくことにより、

迅速な対応が可能となる。 

TEC-FORCE 等の災害派遣が迅速に活動できるよう、事前に人員の派遣を行う体制を

整備するとともに、TEC-FORCE 等の派遣、組織体制、活動内容等を定めた「TEC-FORCE

活動マニュアル」等を作成することが重要である。 

災害発生時に備え、災害支援業務に必要となる食料・携行品や移動手段を確保する

とともに、平素からの防災訓練や職員への安全教育等の実施に取り組むことも重要

となる。 

また、自らが被災した場合を想定し、「業務継続計画」等に執務環境の確保（非常

食等の備蓄など）等について具体的に定めておくことが重要である。 

このようなことから、災害支援業務における職務環境の整備に関する取組につい

て監察を実施した。 

 
１）  災害支援業務における職務環境の整備体制 

① TEC-FORCE 等の災害派遣に関するマニュアルの整備状況 

全ての監察対象機関において、TEC-FORCE 等の派遣、組織体制、活動内容等を

定めた TEC-FORCE 等の災害派遣に関するマニュアル等を整備していた。 

北陸信越運輸局においては、派遣時に想定される具体的な業務内容、携行品、

関係部署連絡先、現地災害対策本部等会議記録様式、緊急物資輸送に必要となる

作業シート等の記載要領、TEC-FORCE（リエゾン）派遣計画案等をまとめたハン

ドブックを策定し、隊員全員に配布していた。 

九州運輸局においては、派遣先でのリエゾン活動のための具体的な業務内容、

携行品チェックシート、機器の操作方法、リエゾン活動記録様式等をまとめたマ

ニュアルを整備していた。 

一方、中部運輸局においては、派遣先で想定される具体的な活動内容に関する

マニュアル等を定めていなかった。 

 

② 災害対策本部設置等に関するマニュアルの整備状況 
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全ての監察対象機関において、テレビ会議システム等の設置を迅速に行える

よう、災害対策本部設置等に関するマニュアルを整備していた。 

北陸信越運輸局においては、必要となる機材等の保管場所を一覧表にまとめ

るとともに、本部設営方法やテレビ会議システムの設置・操作方法について、写

真等を用いて分かり易くまとめたマニュアルを整備していた。 

中部運輸局においては、必要となる機材等の保管場所を一覧表にまとめると

ともに、本部設営方法やテレビ会議システム、電話機等の設置方法について、写

真、レイアウト図等を用いて分かり易くまとめたマニュアルを整備していた。 

近畿運輸局においては、テレビ会議システムの設置・操作方法について、写真

等を用いて分かり易くまとめたマニュアルを整備していた。 

 

２）  災害支援業務における職場環境の整備のための各種調達の取組状況 

① 災害支援派遣先における移動手段の確保状況 

全ての監察対象機関において、災害支援派遣先における移動手段については、

官用車やレンタカー等により確保していた。また、災害発生時等の通行規制がか

けられた場合に備え、本局、運輸支局等の官用車の多くについて、公安委員会に

緊急通行車両として登録していた。また、法人用ガソリンカードを利用した揮発

油購入契約を締結し、車両の燃料費の立替払による職員の負担の軽減を図って

いた。 

九州運輸局においては、各車両の残燃料を半分以上に保つなど、平時から災害

に備えた運用を行っていた。 

 

② 災害支援派遣（リエゾン含む）における携行品の準備状況 

全ての監察対象機関において、災害時に必要となる防災服、モバイルＰＣ等の

資機材の一覧を作成することによって、支援先に携行する防災用品等の準備を

速やかに行えるよう工夫していた。 

中部運輸局においては、本局が所在する愛知県以外の管内地方公共団体に災

害対策本部が設置された場合に備え、各運輸支局にモバイルＰＣ等を配備し、速

やかな対応が可能となるよう工夫していた。 

近畿運輸局においては、各種報告にかかる書式や防災に関する規程・要領等を

あらかじめタブレットＰＣに格納するなど、速やかな対応が可能となるよう工

夫していた。 

 

３）  災害発生時に備えた職務環境整備の取組 

① 非常参集体制の確保のための環境整備 
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全ての監察対象機関において、初動対応マニュアルを整備していた。近畿運輸

局においては、折りたたんで手帳等に収納可能なサイズの防災初動ハンドブッ

クを策定し、災害時の体制発令基準、安否報告手順等の情報を掲載するととも

に、全職員に携帯させることとしていた。 

中部運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局においては、災害対策本部員等を本局

近隣の宿舎に優先して入居させる等、緊急参集に備えた体制を整備していた。 

 

② 帰宅困難者受入れに関する準備の状況 

九州運輸局においては、帰宅困難者対応マニュアルを策定し、帰宅困難者を受

け入れることが可能な施設における受入れの判断、対応の具体的内容を定めた

マニュアルを整備していた。また、地方公共団体に対し、受入施設に係る情報提

供等を行うなど、地方公共団体等とのコミュニケーションを図っていた。 

北陸信越運輸局、中部運輸局、近畿運輸局（本局）においては、施設管理者と

はなっていないものの、施設管理者が策定した非常事態対応マニュアル等に基

づく、帰宅困難者の受入れや支援を行う体制を整備していた。 

 

③ 備蓄品の調達・管理状況 

全ての監察対象機関において、業務継続計画を定めており、被災した際の執務

環境を確保するための食料、飲料水、簡易トイレ、毛布等の備蓄品を計画的に確

保していた。 

中部運輸局においては、食料、飲料水について、賞味期限切れによる再調達の

際、予算の状況を勘案しつつ従前の備蓄数以上の調達に努めるなど、備蓄量７日

分を目標とした取組を実施していた。 

九州運輸局においては、各備蓄品の品目や更新時期を統一することによる管

理の簡素化を行うとともに、帰宅困難者の受入れを想定したうえでの備蓄品の

確保を行っていた。 

 

④ 災害支援業務に関する訓練等の実施状況 

全ての監察対象機関において、職員の安否確認訓練、徒歩参集訓練、情報伝達

訓練等の防災訓練を実施していた。 

北陸信越運輸局、中部運輸局及び近畿運輸局においては、迅速な災害対策本部

立ち上げに備えた本部設営訓練を実施していた。 

中部運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局においては、災害発生時に関係機関と

の連携が重要との観点から、地方公共団体等の関係機関と連携した訓練に積極

的に参加していた。 
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九州運輸局においては、管内防災担当者会議で、平成２８年熊本地震における

災害派遣活動を検証するとともに、TEC-FORCE 研修もあわせて行うことで、今後、

リエゾンとして派遣されることが想定される職員の意識を高めていた。 

 

⑤ 災害発生時に備えた職務環境整備に関する工夫 

九州運輸局においては、九州地方整備局との間で「災害等情報の共有に関する

協定書」を締結し、災害発生時、または発生するおそれがあるときには、それぞ

れが有する情報を相互に提供し、共有する体制を構築していた。 

 

（２） 災害支援の広報に関する取組 

被災地支援の活動内容について被災地内外に発信する広報活動は、支援活動の効

果を高めるとともに、派遣職員のモチベーション向上にも寄与するものであり、効果

的に実施する必要がある。このため、必要な広報活動を実施する体制の確保や広報を

効果的に行うための広報力の向上を図ることが重要である。 

効果的な広報資料の作成方法、活動状況を伝える写真撮影方法、多様な広報手段の

活用等、広報活動のノウハウについて、マニュアル等を作成して関係者が理解を深

め、広報活動をより効果的なものにすることや、広報活動の事後検証と共有により、

業務の改善等に資することが望まれる。 

また、災害時に効果的な広報活動を行うためには、平素からの広報活動の実施・工

夫やマスコミとの良好な関係構築等にも取り組むことも必要である。 

このようなことから、災害支援の広報活動に関する取組について監察を実施した。 

 
１）  報道活動に関するマニュアル等の整備状況 

全ての監察対象機関において、広報に関する組織体制、広報手法、報道機関との

調整方法等を定めたマニュアルを整備していた。 

近畿運輸局においては、記者発表要領、重大事象や事故発生時におけるプレス対

応、広報の知識等、ノウハウの共有化やスムーズな広報体制の確立を図るためのマ

ニュアルを整備していた。 

 

２）  マスコミとの良好な関係の構築状況 

全ての監察対象機関において、各新聞社等との意見交換会を毎年開催し、相互の

情報交換、意見交換を行い、普段からマスコミとの良好な関係を構築していた。 

 

３）  災害支援の広報に関する取組 

中部運輸局においては、災害発生時に収集すべき情報、連絡責任者をわかりやす
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く整理したマニュアル（防災業務計画実施要領）を策定していた。また、関係機関

との情報共有を円滑に行うため、連絡ルートを確立することにより、関係機関等か

ら被災状況等を迅速に収集する体制を整備していた。 

九州運輸局においては、ホームページ「九州のりもの info.com」を開設し、平

時から管内公共交通機関の運行（航）情報を広く国民に周知できる環境を整備する

とともに、公共交通事業者が直接運行（航）情報を入力することにより、迅速な情

報提供を可能とするシステムを整備していた。また、平成２９年７月九州北部豪雨

の際には、災害の影響による観光風評被害が広がらないよう、ホームページにおい

て、日本語及び外国語による正確な情報提供を行った。 

 

４）  迅速な広報活動を実施するための訓練の実施状況 

北陸信越運輸局、中部運輸局、近畿運輸局においては、災害発生時に迅速かつ正

確な広報を行うため、防災訓練の際に、公共交通機関の運行（航）状況、宿泊施設

の営業状況等のプレス資料（模擬）を作成し、記者クラブ等へ投げ込みを想定した

訓練を実施していた。 
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２． 提示意見 

 

（１）災害支援業務における職務環境の整備に関する取組 

災害支援業務における職務環境の整備については、各機関において様々な工夫や

改善がなされてきているところであるが、引き続き、不断の見直しを行い改善に努め

ることが重要である。 

 

１）TEC-FORCE 等の災害派遣に関するマニュアル等の整備 

地方運輸局においては、TEC-FORCE 等の災害派遣が迅速に活動できるよう、事前

に人員の派遣を行う体制を整備するとともに、TEC-FORCE 等の派遣、組織体制、活

動内容等を定めたマニュアル等を整備しているが、TEC-FORCE への期待の高まりや

活動内容の多様化を踏まえ、不断の見直しを行っていくこと。また、派遣先での具

体的な活動内容等を定めたマニュアル等を整備すること。 

 

２）帰宅困難者受入れに関する準備 

地方運輸局においては、地方公共団体からの要請等を想定し、帰宅困難者対応マ

ニュアルを策定するなど、帰宅困難者を受け入れることが可能な運輸支局等の施

設における受入れの判断、対応の具体的内容を定めたマニュアルを整備すること

が望ましい。 

 

３）関係機関と連携した訓練 

地方運輸局においては、地方公共団体等が主催する各種訓練に積極的に参加す

るなど、関係機関との連携の強化に向けた取組を実施することが望ましい。 

 

（２）その他 

 

１）TEC-FORCE 派遣に伴う予算措置 

地方運輸局においては、TEC-FORCE 等が円滑かつ迅速に活動を行うためには、派

遣に伴う予算措置が必要であり、大規模災害時における TEC-FORCE の派遣に伴う

費用について、適切な予算措置ができるよう努めること。 

 

２）関係機関との情報共有を図る仕組みの構築 

地方整備局等及び地方運輸局においては、災害発生時には、相互の被災状況や復

旧状況等の情報が公共交通事業者等を含む地域の関係機関にとって非常に重要な

情報となるため、引き続き、相互の被災状況や復旧状況等について、地方整備局等
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と地方運輸局間の情報共有に加え、公共交通事業者等を含む地域の関係機関との

情報共有を図る仕組みを構築することが望ましい。 
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３． 推奨事例 

 
（１） TEC-FORCE 等の災害派遣に関するマニュアルの整備に関する取組 

 
【TEC-FORCE ハンドブックの作成（北陸信越運輸局）】 

 
北陸信越運輸局においては、派遣時に想定される具体的な業務内容、携行品、関係

部署連絡先、現地災害対策本部等会議記録様式、緊急物資輸送に必要となる作業シー

ト等の記載要領、TEC-FORCE（リエゾン）派遣計画案等（派遣隊員の基本的な出動シ

フト）をまとめた「TEC-FORCE ハンドブック」を策定し、TEC-FORCE 隊員全員に配布

していた。 

これは、現地災害対策本部への派遣等の災害支援業務を円滑かつ効率的に実施す

るための有効な取組であり評価できる。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEC-FORCE ハンドブック 
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【リエゾン心得等の作成（九州運輸局）】 

 

九州運輸局においては、派遣先への着任前、着任時、待機時、退庁時等に隊員が注

意すべき事項等をまとめた「リエゾン心得」や、派遣先でのリエゾン活動のための具

体的な業務内容、携行品チェックシート、機器の操作方法、リエゾン活動記録様式等

をまとめたマニュアルを整備していた。 

これは、現地災害対策本部への派遣等の災害支援業務を円滑かつ効率的に実施す

るための有効な取組であり評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

  

リエゾン心得 
リエゾン携行品 

チェックシート 
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（２） 災害支援の広報に関する取組 

 
【観光風評被害に関する広報活動（九州運輸局）】 

 
九州運輸局においては、平成２９年７月九州北部豪雨の際に、災害の影響による観

光風評被害が広がらないよう、ホームページにおいて、日本語及び外国語による情報

提供を行った。 

これは、正確な現地の情報を求める観光客のニーズに応える広報活動としての取

組であり評価できる。 

 

 

 

 

 

 

災害時における観光に関する情報提供 

 

 

 

 

 



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

平成２９年度定期監察報告書（概要）

平成３０年３月

国土交通省大臣官房監察官室

（参考１）



平成２９年度定期監察の監察事項、対象機関及び実施方法

◆ 平成２９年度定期監察スケジュール
平成２９年４月 平成２９年度監察基本計画決定（国土交通大臣決定）

平成２９年７月～１２月 現地監察

平成３０年３月 報告書とりまとめ、報告書公表

平成３０年６月 対象機関より措置状況報告

◆ 監察事項
① 女性職員活躍とワークライフバランスの推進に関する取組
② コンプライアンスの徹底に関する取組
③ 災害応急対策の実施体制に関する取組

◆ 対象機関
国土技術政策総合研究所

地方整備局（北陸、近畿、四国、九州）、北海道開発局

地方運輸局（北陸信越、中部、近畿、九州） ※ 計１０機関

◆ 実施方法
監察対象機関である本局、事務所等に対し、事前に調査票を送付し、回答及び関係資料を受領

監察対象機関において、担当者に対するヒアリング及び現地の取組状況（機密情報管理等）の確認をす

るとともに、局長、事務所長等の幹部職員に対するヒアリングを実施

監察終了後、局長、副局長等の幹部職員に対し、監察結果を講評

（参考）平成２８年度
地方整備局（東北、関東、中部、中国）
国土地理院
地方運輸局（北海道、東北、関東、中国、四国）
沖縄総合事務局開発建設部 ※ 計１１機関

1



監察事項①：女性職員活躍とワークライフバランスの推進に関する取組

◆ 監察のポイント

「女性職員活躍とワークライフバランスの推進のための国土交通省取組計画」に基づく地整等の取組の状況を確認
するため当該事項を設定した。

監察に当たっては、取組計画において数値目標が設定された項目（超過勤務の縮減、休暇取得の促進、男性職員の
出産・育児休暇取得、女性職員の採用・登用）を中心に本省で監察項目を設定し、これに基づき監察を行い、各地
整等の取組状況を把握するとともに「各項目毎の目標値との対比」について整理した。

目標値の達成に向けて一層の取組が必要な項目もみられたところ、地整等においては、数値目標の達成状況の把握
とともに、他機関が行った取組のベストプラクティスを共有する等により、今後とも継続した取組が望まれる。

国土交通省取組計画における数値目標について今年度監察対象地整等の状況

地方整備局等

（６機関）

地方運輸局

（４機関）

平成32年度までに週20時間超の職員割合０％
（枠内は一人あたり月平均超過勤務時間(平成28年度)）

１９時間 ２４時間 １１時間
職員１人あたり月平均の超過勤
務時間(平成２８年度）

平成32年までに　１５日 １２日 １３日 １２日
職員１人あたりの年間取得日数

(平成２８年度）

平成32年までに　１３％以上 ３.５％ ２.２％ ５.５％
取得者数／取得対象者数
(平成２８年）

平成32年までに合計　５日以上 ２.２日 ２.０日 ２.２日
取得休暇日数の合計／取得対象

者数(平成２８年）

毎年度　３０％以上 ２９.５％ ３５.１％ ２１.０％ 平成２９年度

平成32年度末までに　５.４％以上 １.６％ １.４％ １.９％
平成２９年７月１日現在、５G
及び６G職員を集計

４．女性の採用拡大

５．女性登用（地方機関課
長・本省課長補佐相当職）

全監察対象の
平均（１０機関）

備　　考取組計画上の項目と目標値

１．超過勤務縮減

２．休暇取得促進

３-1 男性職員の育児休業取得

率

３-2 男性職員の育児・出産休暇
取得日数

2



監察事項①：女性職員活躍とワークライフバランスの推進に関する取組

（１） 働き方改革（業務改善、超過勤務縮減、休暇取得促進、働く場所の柔軟化等）に関する取組

業務改善の更なる推進

他機関の好事例を参考として業務
改善の推進に努めること。（会議の
効率性の向上、資料作成の省力化、
ペーパーレス化の推進、多様なテレ
ビ会議の実施等）

ペーパーレス化による情報漏洩の防止

ペーパーレス化の推進、情報漏洩防止及び経費節減の観点か
ら、特に入札・契約手続運営委員会関係の資料について、従来
の紙による説明から電子機器を利用した説明に替えていた。

（九州地方整備局）

推奨事例提示意見

超過勤務縮減

所属長は、部下職員の業務遂行状況
を常に把握するとともに、特定の職員
に業務負荷がかからないよう、必要に
応じて業務量の平準化を図るよう努め
ること。

提示意見

定時退庁日の工夫

「健康と家庭の日」が効果的に実施できるよう、当日において
は、放送施設の活用及び管理職員の指導のほか、電子掲示板を活
用し、始業時から終日まで職員への周知を行っていた。

（北陸信越運輸局）

推奨事例

タブレットPCの活用

ペーパーレス化及び簡易なテレビ会議が可能となるよ
う、タブレットＰＣの導入を積極的に行っていた。

（近畿地方整備局）

3



（３） 女性の活躍推進に関する取組

女性の登用目標の達成に向けた取組

・女性職員三割採用世代の育成方針の策定を
開始すること。
・キャリアパスモデルの提示による女性職員
のキャリア形成支援、悩みや心配事の相談が
できる体制を作ること。

提示意見 推奨事例

キャリア形成支援等の工夫

研修効果を受講者一人にとどめることなく、他の女性
職員にも広く還元するため、国土交通大学校「女性職員
キャリアアップ研修」に参加した女性職員による報告・
意見交換会を近接する二事務所合同で開催し、両事務所
の女性職員全員が参加していた。

（四国地方整備局）

女性の採用拡大の取組

技術系女性職員の採用数を増やすため、関
係府省と連携して理工系大学を志す女性を増
やす取組を強化するなど、きめ細やかな広報
活動の実施に努めること。

提示意見 推奨事例

女性技官採用の工夫

工業高校や専門学校、理工系大学等に実際に足を
運び、国土交通省・運輸局の仕事のやりがいを伝え
るとともに、育児休業取得率100％など女性が活躍で
きる職場であることを積極的にアピールした結果、
九州運輸局初の女性自動車技官を採用していた。

（九州運輸局）

（２）育児・介護等と両立して活躍できるための改革に関する取組

推奨事例

外部講師を招いたWLB講演会の開催

外部講師を招き受講対象に効果的な内容の講習会を開催し、
配布資料は全職員が閲覧できるようイントラネットに掲示して
いた。

（近畿地方整備局（港湾空港関係））

男性職員の出産・育児休暇取得の促進

男性職員が育児休業等を取得しやすい雰囲気
の醸成を図るため、職員本人をはじめ、幹部職
員・管理職員を中心に、更なる意識の啓発に取
り組むこと。

提示意見

監察事項①：女性職員活躍とワークライフバランスの推進に関する取組

4



監察事項②：コンプライアンスの徹底に関する取組

◆ 監察のポイント
H28年度に発生した中部地整事案を踏まえ、今年度から「コンプライアンスの徹底に関する取組」を設定した。
特に、地方整備局等の監察に当たっては、本省で監察項目とチェックリストを設定し、これに基づき監察を行った
うえで、各地方整備局等が他の地整等の取組状況を把握できるように、一覧表にて横並びで整理した。
各監察対象機関において、研修等コンプライアンス意識の高揚に関する取組、事業者・ＯＢとの接触・対応に関す
る取組、機密情報管理の徹底に関する取組、 許認可事務に関する取組等に関して積極的に取り組んでいたが、内
容が十分とは言い難い取組が少なからずみられた。引き続き、取組の改善に努めつつ、継続的に取り組むことが望
まれる。

（１）研修等コンプライアンス意識の高揚に関する取組

（事務所等、本局）

入札契約事務に係るコンプライアンス研修等の実施に際し、
以下の事項を重点的に伝えること。

・入札談合等に関与した場合、厳正な懲戒処分、損害賠償請
求、刑事処罰等がなされること

・自ら望まなくとも、周囲の状況次第で入札談合等に巻き込
まれることがあり得ること

・過去の不祥事事案及びその具体的な要因・背景
研修等の実施にあたっては、以下の点に留意し、受講の徹底
を図ること。

・全職員に年１回以上、研修等を受講させることについて目
標を設定すること

・全職員の受講状況を把握すること

・未受講者に受講させるための具体的な取組を行うこと

北陸地方整備局及び北海道開発局においては、談合等に関与
した場合の厳正な処分等、重点的に伝えるべき事項について
、全職員を対象とする研修等の資料に盛り込んでいた。引き
続き、取り組むことが必要な状況であった。

北陸地方整備局及び北海道開発局においては、全職員が年１
回は入札契約事務に係るコンプライアンス研修等を受講する
ことを目標に設定し、全職員の研修等の受講状況を把握して
いたが、未受講者へのフォローアップを行い、全職員に年１
回は研修等を受講させるまでには至っていなかった。

＜入札契約事務に係るコンプライアンスの徹底に関する取組：地方整備局等＞

提示意見取組状況

5



監察事項②：コンプライアンスの徹底に関する取組

（２）事業者・ＯＢとの接触・対応に関する取組

（事務所等、本局）

発注担当職員は、事業者・ＯＢとの応接に当たって、執務室の
外に、オープンな接客室等を設けて、複数の職員により対応す
るなど、発注者綱紀保持規程に定められた事業者等との応接方
法の徹底を図ること。

積算業務、技術審査・評価業務等を担当する課室においては、
常時、掲示等により周知したうえで、事業者等の自由な出入り
を制限すること。

提示意見

全ての監察対象機関において、事業者等との応接に際しては
、原則として執務室外のオープンな場所において複数の職員
により対応等していた。

全ての監察対象機関において、積算業務等を担当する課室の
執務室において、常時、掲示により周知し、事業者等の自由
な出入りを制限していた。

引き続き、取り組むことが必要な状況であった。

取組状況

（３）機密情報管理の徹底に関する取組

（事務所等、本局）

積算業務と技術審査・評価業務の分離体制を確保すること。

「情報管理整理役職表」については、適切に更新し、「情報管
理責任者」による毎年度の点検を適切に行うこと。また、「情
報管理責任者」が管理すべき情報の種類（予定価格、技術評価
点等）及び媒体（文書、データ）並びに点検結果（適・否・対
象外）を明示した点検表により点検すること。

発注事務に関する書類等について、文書化したものは「情報管
理責任者」として記載されている者が施錠箇所にて管理し、デ
ータについては「情報管理責任者」が指定するサーバー内で管
理すること。

北海道開発局札幌開発建設部においては、情報を取り扱う者
は異なっていたものの、同じ課室で積算業務と技術評価業務
の両方の情報を取り扱っており、今後さらなる改善が望まれ
る状況であった。

一部の監察対象機関においては、「情報管理整理役職表」を
適切に更新しておらず、また、「情報管理責任者」が、「情
報管理整理役職表」によれば取り扱えないはずの情報につい
ても点検を実施したと報告しており、適切な点検とは言い難
い状況であった。

殆どの監察対象機関においては、発注事務に関する書類等及
びデータについて、適切な管理を行っていた。

提示意見取組状況
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監察事項②：コンプライアンスの徹底に関する取組

（４）応札・落札状況の分析に関する取組

（事務所等、本局）

本局においては、談合疑義事実処理マニュアルの運用にあた
り、地方整備局等の実情に応じた規定を整備するとともに、
本局及び事務所等においては、その規定を適切に運用するこ
と。

本省においては、規定の整備や運用にあたり、必要な指導、
助言を行うこと。

全ての監察対象機関において、事務所ごとの応札状況の情報
公開をしており、また、入札参加者数・落札率等に着目して
平素から応札・落札状況をみていた。

四国地方整備局及び九州地方整備局においては、談合疑義事
実処理マニュアルの運用にあたり、各地方整備局において事
務処理手続を定めた規定とその運用に乖離があった。

一部の地方整備局からは、現在の規定通りに運用することは
事務処理能力上難しいとの意見があった。

（５）提示意見に対する取組状況についての地方整備局等による監査の実施について

（本局）

本局においては、管内の全ての事務所等に対し、提示意見に
対する取組状況について監査（２年または３年で一巡）を行
い、実態について的確に把握し、適切な取組がされていない
場合には指導、助言のうえ、改善させること。

内容が十分とは言い難い取組が少なからずみられたため、全
事務所等において、入札契約事務に係るコンプライアンスに
関する取組についてより一層の徹底を図っていく必要がある
状況であった。

提示意見取組状況

提示意見取組状況

※来年度以降は、全事務所等における入札契約事務に係るコンプライア
ンスのさらなる徹底を図るため、各地方整備局等と連携し、取組状
況のフォローアップを行っていく。
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監察事項②：コンプライアンスの徹底に関する取組

（１）研修等コンプライアンス意識の高揚に関する取組

コンプライアンス違反が職員本人のみならず組織にも重大な
影響を与えるとの認識の徹底を図る観点から、定期的に継続
的に研修が行われるようルール化すること。

過去に生じた不祥事事案について具体的に取り扱うことで、
コンプライアンス違反が職員にとって身近な問題として起こ
りうると認識させるよう工夫すること。

提示意見

全ての監察対象機関においては、新任職員研修、初任係長研
修など節目の研修を活用し、コンプライアンス研修を実施し
ていた。

全ての監察対象機関においては、職員一人ひとりにコンプラ
イアンス意識が浸透するよう内容の工夫をしていた。

コンプライアンス意識の高揚については、終わりがないもの
で、引き続き続けていくことが必要。

取組状況

（２）事業者・ＯＢ等との接触・対応に関する取組（発注者綱紀保持規程の遵守）

発注者綱紀保持規程に定める発注に際しての事業者・ＯＢ等と
の接触・対応についてのルールや、公益通報・相談に関するル
ール及び担当窓口を職員に分かりやすい形で整理し、周知徹底
を図ること。

全ての監察対象機関においては、発注者綱紀保持規程、公益
通報制度の周知は行われていた。

内部での不正が発生した際に組織として早期に問題を把握し
是正していくためにも、また、職員にコンプライアンス意識
を持って業務にあたる必要性を認識させるためにも、発注者
綱紀保持規程、公益通報制度を継続的に職員に対して周知す
ることが必要。

＜許認可事務等に係るコンプライアンスの徹底に関する取組：地方運輸局＞

提示意見取組状況
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監察事項②：コンプライアンスの徹底に関する取組

（３）許認可事務に関する取組等

意図的なコンプライアンス違反が起こることがないよう、幹
部職員が日頃から職員管理・業務管理と職員への意識付けが
大切だと認識をもち、職員が自信と誇りをもって職務を行う
環境づくりに取り組むこと。

業務が遺漏なく適切に行えるよう本局・支局間で情報共有を
図る、複数職員によるチェック体制を整えるなどヒューマン
エラー防止に向けた取組を行うこと。

全ての監察対象機関において、標準処理期間及び審査基準を
ホームページで公表し、透明性確保に努めていた。

許認可件数が多い分野を中心に執行漏れを防ぐため複数の職
員によるチェック、本局・支局間での情報共有、事案処理簿
の作成などを行っていた。

許認可事務を適正に行うには、幹部によるコンプライアンス
意識の高揚とヒューマンエラーが発生しないような更なる工
夫が必要。

（４）適切な職務執行の実施に向けて必要となる取組

自動車の検査登録業務の執務室エリアに職員以外の者が立
ち入ることは情報漏洩の危険が高まることから、昨年１１
月に本省自動車局から出された通達に従い適切な対応を行
うこと。

中部運輸局で、自動車ディーラーの団体職員が執務室内に立
入り、自動車登録のための書類を整理していた。

その後、中部運輸局は個人情報保護意識の再確認を図るなど
再発防止対策をまとめ取組を行っている。

提示意見取組状況

提示意見取組状況
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監察事項③：災害応急対策の実施体制に関する取組

◆監察のポイント
「災害応急対策の実施体制に関する取組」については、TEC-FORCEに対する社会的な期待が高まる中で、職務環境
の整備（ロジ等）等が適切に実施されているかについて、H28年度から今年度にかけて全ての地方整備局等におい
て監察を実施した。
各監察対象機関においては、職務環境の整備については必要なマニュアルの作成やそれを踏まえた取組を適切に実
施しているとともに、派遣者調整、効果的な広報、ノウハウの継承等に関する取組について、これまでの大規模災
害等への派遣を通じ様々な工夫や改善を行っていることを確認した。
今後とも、継続的に取り組むことが望まれる事項等について意見を提示するとともに、他の地方整備局等にとって
参考となる取組の工夫等について推奨事例として紹介した。

（１） 災害支援業務における職務環境の整備に関する取組

平成２８年熊本地震において、災害対策本部長（九
州地方整備局長）から安全管理に関する「本部長指
示」と「緊急調査時の留意点」を発出し、他の地方
整備局等からのTEC-FORCE隊員の安全確保の徹底を図
っていた。

（九州地方整備局）

推奨事例

「TEC-FORCE活動標準マニュアル」等の不断の
見直しを行うとともに、派遣中の職務環境の整
備に関するロジ関係の具体的な事項、業務内容
について当該マニュアル等の不断の見直しを行
うこと。

TEC-FORCE隊員の健康安全管理について、平成
２９年６月に国土交通省職員健康安全管理規則
が改正されたこと等を踏まえ、派遣職員の健康
安全管理の徹底に努めること。

派遣先への着任前、着任時、待機時、退庁時等に隊員が
注意すべき事項をまとめた「リエゾン心得」や、派遣先
でのリエゾン活動のための具体的な業務内容等をまとめ
たマニュアルを整備していた。

（九州運輸局）

提示意見
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監察事項③：災害応急対策の実施体制に関する取組

（２） TEC-FORCE派遣における派遣者調整等に関する取組

TEC-FORCE派遣にあたり、原則、現地で
の災害支援活動等の記録・広報を専門
とする災害記録班等を独立して派遣し
ており、効果的な広報活動を行ってい
た。
（近畿地方整備局、九州地方整備局）

推奨事例

TEC-FORCE等の派遣にあたっては、引き続き、
ロジ・広報を担当する班あるいは担当要員を適
切に配置すること。

提示意見

（１） 災害支援業務における職務環境の整備に関する取組

推奨事例提示意見

TEC-FORCE等の受入れを想定し、引き続き、
TEC-FORCE隊員の総合司令部等での業務に必要
なＯＡ機器等の環境整備等、必要な準備をして
おくことが望ましい。

TEC-FORCE等の受入れを想定し、TEC-FORCE
等の派遣を要請した際に、派遣隊が円滑に
活動環境を整えられるよう、TEC-FORCE隊
員のTEC-FORCE総合司令部での業務に必要
なＯＡ機器等（ＬＡＮに接続されたＰＣ、
複合機、多重無線等）を準備していた。

（北海道開発局、四国地方整備局）

TEC-FORCE等の受入れを想定し、平成２２年に「緊
急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）等受援マニュアル
」を策定し、受援時の具体的な事項を整理していた
。

（四国地方整備局）
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（４） TEC-FORCEに関するノウハウの継承に関する取組

監察事項③：災害応急対策の実施体制に関する取組

今後とも、 TEC-FORCEに関する
ノウハウを継承するため、活動
報告会の実施や「TEC-FORCEノ
ウハウ集」等の充実と一層の活
用を図ることが望ましい。

提示意見

※この他、「TEC-FORCE派遣に伴う予算措置」と「地方整備局等と地方運輸局を含む関係機関における災害時の情報共有を図る仕組みの構築
」について意見を提示している

（３） 災害支援の広報に関する取組

災害対応時の広報用写真の撮影手法等を職員
に習得させるため、新聞記者等による、災害
時を意識した伝わる写真の撮り方等に関する
講習会を毎年開催していた。

（北海道開発局、九州地方整備局、
国土技術政策総合研究所）

推奨事例

効果的な広報が行えるよう、「
TEC-FORCE広報マニュアル」を有
効に活用し、人材育成等を行うこ
とが望ましい。

提示意見

平成２９年７月九州北部豪雨の際に、災害の影響による観
光風評被害が広がらないよう、ホームページにおいて、日
本語及び外国語による情報提供を行っていた。

（九州運輸局）

TEC-FORCEに関するノウハウを継承するため、
TEC-FORCE隊員等の帰還後、活動報告会を実施
していた。
また、広報の観点から報道機関へ公開する形
で実施し、記事として取り上げられ、TEC-
FORCEの認知度の向上にも繋がっていた。

（北海道開発局、北陸地方整備局、
近畿地方整備局）

推奨事例
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（参考２） 

平成 ２９ 年度 監察 基本 計画  

 
１． 監察 の目 的  

監察 は、 事務 の合 理的 運営 、官 紀の 保持 、優 良な 団体 又は 職員 の推

賞及 び不 正行 為の 防止 に関 し、 所管 行政 の改 善向 上に 資す るこ と を 目

的と して 行っ てい ると ころ であ るが 、平 成２ ９年 度に おい ては 、 昨 今

の所 管行 政を 取り 巻く 状況 にか んが み 、 以下 の観 点に 立っ て、 定期 監

察及 び特 別監 察を 実施 する もの とす る。  
 
(1）定期 監察  

  定期 監察 は、 監察 の 目 的を 踏ま え、 関係 部局 等に 共通 の重 要課 題に

つい て実 施す るも のと し 、 平成 ２９ 年度 にお いて は、 以下 の 取 組に つ

いて 実施 する 。  
 

1 )  女 性 職 員 活 躍 とワークライフバランスの推 進 に関 する取 組  

国家 公務 員に つい ては 、全 府省 の事 務次 官級 で構 成す る「 女性 職員

活 躍 ・ワ ー ク ラ イ フ バ ラン ス 推 進 協 議 会 」 に お い て、「 働 き方 改 革」、

「育 児・介 護等 と 両立 して 活躍 でき るた めの 改革」及 び「女 性の 活躍

推進 のた めの 改革 」と いう ３ つ の改 革を 柱と した「国 家公 務員 の女 性

活躍 とワ ーク ライ フバ ラン ス推 進の ため の取 組指 針（ 平成 ２６ 年１ ０

月 １ ７ 日 ）」が 決 定 さ れ た 。 国 土 交 通 省 は 、同 指 針 を 踏 ま え 、 省 を 挙

げ た 取 組を 強 力 か つ 継 続 的に 推 進 す る た め、「 女性 職 員 活 躍 とワ ー ク

ライ フバ ラン スの 推進 のた めの 国土 交通 省取 組計 画（ 平成 ２７ 年１ 月

２ ９ 日）」 を策 定 し 、 こ れに 基 づ い て 総 合 的か つ 計 画 的 な 取 組を 進 め

てい る。  
この 取組 をよ り強 力か つ継 続的 に推 進す る た めに は、 女性 職員 活

躍と ワー クラ イフ バラ ンス の推 進に 関す る取 組状 況 を 確認 した 上、

不十 分な 事例 があ れば 直ち に改 善し 、優 良な 事例 があ れば 組織 全体

で速 やか に共 有す るこ とが 重要 であ る。  
以上 から 、女 性職 員活 躍と ワー クラ イフ バラ ンス の推 進に 関す る

取組 につ いて 、監 察を 実施 する 。  

 
2 )  コンプライアンスの徹 底 に関 する取 組  

コン プラ イア ンス の 徹 底 に 関す る取 組に つい ては 、不 祥事 が発 生す

る度 、組 織全 体で 累次 、強 化す るな どし て 再 発防 止に 向け て推 進 し て

いた とこ ろで ある が、今 般、中部 地 方整 備局 の発 注工 事に 関し、複数

の職 員が 機密 情報 を漏 えい する など して 収賄 等の 容疑 で逮 捕・起訴 さ

れ、国土 交通 省 に 対す る国 民の 信頼 は再 び大 きく 損な われ る 結 果と な

った 。  
この よう な 状 況下 で国 民の 信頼 を回 復す るた め に は、その 前提 とし

て、中部 地方 整備 局 を 含め た 組 織全 体に おい て、コン プラ イア ンス 意

識の 高揚 が十 分に 図ら れ、機密 情報 管理 が徹 底さ れて いる か な どの コ



ンプ ライ アン スの 徹底 状況 につ いて 、特 別監 察に おけ る監 察項 目等 を

参照 しつ つ、 改め て検 証す るこ とが 必要 不可 欠で ある 。  
以上 から 、コ ンプ ライ アン スの 徹底 に関 する 取組 につ いて 、監 察

を実 施す る。  
 

  3 )  災 害 応 急 対 策 の実 施 体 制 に関 する取 組  

国土 交通 省 で は、災害 発生 時の 対応 に関 し、災害 対策 基本 法 に 基づ

き、防 災に 関し て とる べき 措置 等を 定め た「国 土交 通 省防 災業 務計 画」

を作 成し 、様 々な 災害 に対 する 予防 、応 急対 策、復旧・復興の それ ぞ

れの 段階 にお ける 諸施 策を 具体 的に 定め 、常 日頃 から 、災 害へ の対 応

体制 の整 備等、必 要な 措置 を講 じて いる。特に 、平 成 ２０ 年４ 月に は

「緊 急災 害対 策派 遣隊（ TEC-FORCE）」が創 設さ れ、大 規模 自然 災害 が

発生 し、又は 発生 する おそ れが ある 場合 にお いて 、被 災地 方公 共団 体

等に 対し て円 滑か つ迅 速に 災害 対応 の支 援を 実施 して おり 、今 日（ 平

成２ ８年 １０ 月２ ４日 時点 ）ま で、東日 本大 震災 をは じめ ６４ の災 害

に 対 し 、延 べ ５ 万 人 ･日 を 超 える 派 遣 隊 員 によ る 被 災 地 支 援 を実 施 し

てき てい るな ど、地方 支分 部局 等 に 期待 され る役 割は ます ます 大き く

なっ てき てい る。  

この よう な中 、災 害発 生時 に円 滑か つ的 確に 災害 対応 を 実 施す るた

めに は、 事前 準備 や 後 方支 援体 制の 整備 等が 重要 とな る。  

以上 から、災害 応 急対 策の 実施 体制 に関 する 取組 につ いて、監察 を

実施 する 。  

 
(2) 特別 監察  

  特別 監察 は、 所管 行政 に関 する 事務 につ いて 、合 理的 運営 の改 善方

策に 重点 を置 き、 本計 画に 従い 、又 は、 大臣 の指 示に 基づ き 、 状況 に

応じ て機 動的 に実 施す るも のと し、 平成 ２９ 年度 にお いて は、 前年 度

に引 き続 き、 入札 契約 事務 その 他 の 業務 の適 正な 執行 等を 確保 する た

め、 必要 に応 じて 実施 する 。  
 
 
２． 監察 事項 、対 象機 関及 び実 施期 間  

 
(1) 監察 事項  

 

 1) 定期監 察  

     ○  女性 職員 活躍 とワ ーク ライ フバ ラン スの 推進 に関 する 取組  
○  コン プラ イア ンス の 徹 底に 関す る取 組  
○  災害 応急 対策 の実 施体 制 に 関す る取 組  
 

 2) 特別監 察  

○  入札 契約 事務 その 他 の 業務 の適 正な 執行 等を 確保 する ため に必



要な 事項  
 

(2) 対象 機関  

 

  1) 定期監 察  

   北 陸、 近畿 、四 国及 び 九 州の 各地 方整 備局  
   北 海道 開発 局  
   北 陸信 越、 中部 、近 畿 及 び九 州の 各地 方運 輸局  

国土 技術 政策 総合 研究 所  
 

2) 特別 監察  

入 札 契 約 事 務 そ の 他 の 業 務 の 適 正 な 執 行 等 を 確 保 す る た め に 特 別

監察 を実 施す る 必 要の ある 機関  
 

(3) 実施 期間  

 

1) 定期 監察  

第１ ～３ 四半 期  
 

  2) 特別監 察  

年度 内に おい て随 時実 施  
 
 
３． その 他  

    本基 本計 画策 定後 、所 管行 政の 改善 向上 に資 する ため 、 所 要の 監察

を行 う必 要が 生じ たと きは 、適 宜 、 上記 監察 事項 以外 の事 項や 上記 対

象機 関以 外の 機関 につ いて 、監 察を 実施 する もの とす る。  
    「高 知県 内に おけ る入 札談 合事 案に 関す る調 査報 告書 」（平 成 ２ ５年

３ 月） を 踏 まえ た 再 発防 止 策 の実 効 性 の検 証 を 行う 観 点 で特 別 監 察 を

実 施し た 場 合は 、 そ の実 施 状 況に つ い て、 公 正 入札 調 査 会議 に 報 告す

るも のと する 。  
     

以上  
 
 
 



（参考３） 

女性職員活躍と職員のワークライフバランスの推進のための国土交通省取組計画（抜粋） 

                                     （H29.05.17 改正） 

Ⅱ．職員の仕事と生活の調和（ＷＬＢ）の推進のための二つの改革 

１．働き方改革 

（２）職場における仕事改革 

（２）－１ 業務マネジメントの改革 

ＷＬＢを実現するためには、職員の適正な業務量に配慮することが必要です。一方で、限られた人的

資源の中で質の高い政策を遂行するためには、より生産的な業務に従事する時間を作り出すことが求め

られます。 

このため、各々の職員が担当している業務の優先順位を定め、メリハリを付けて業務に取り組む必要

があります。時間をかけて取り組むべき重要な業務の明確化、それ以外の業務の廃止、縮小、統合、実

施時期の見直しなどの業務の整理、業務分担・体制の見直し（以下「業務プロセスの改善」という。）を

行います。あわせて、業務の効率化を行います。 

 

①業務プロセスの改善 

ア 重要テーマの選定 

本省局長、外局の長、地方機関の長等は、今後１年程度の期間を見据え、時間をかけて取り組むべき

重要テーマを選定します。重要テーマに関する業務について、担当する職員が十分な時間をかけて取り

組むことができるよう、下記イにおいて、業務の整理と業務分担の明確化を行います。 

 

②業務効率化の工夫 

ア 資料作成業務の効率化 

職員の日々の業務では、資料の作成や修正に多くの時間を要していることから、上司から部下への資

料作成指示については、「国土交通省管理職員の業務改善十原則」（平成２５年６月２０日国土交通省

業務改善推進本部決定）を踏まえ、以下のルールを徹底します。 

Ａ 資料作成に当たり、手戻りや無駄な作業を生じさせないため、局長等の幹部職員や部下職員との

間で事前に十分に意思疎通を行い、問題意識、方向性、アウトプットのイメージ等を明確にし、

共有します。 

Ｂ 作業の途中段階であっても、部下職員が気軽に上司と相談することを推奨します。 

Ｃ 資料修正は具体的に指示し、指示の回数も３回までを目安とします。 

Ｄ 必要以上に参考資料の添付や資料の美化を求めません。特に、内部検討用資料は体裁に凝りすぎ

ません。文字を詰め込み過ぎないことにより資料が分かりやすくなることも踏まえて、資料の簡

素化に努めます。 

また、本省・地方機関等の間でも、以下の事項について、作業依頼前に必要性を再考することを徹底

し、資料作成の依頼を抑制します。 

Ａ 既存資料の活用により用を足すことができないか。 

Ｂ 調査の重要度、調査等の内容、精度等がその使用目的に照らして適正か。 

Ｃ 提出期限の設定が合理的か。 



イ 窓口業務の改善 

各部署において他の部署との連絡や部署内のとりまとめ等を行う窓口業務は、多くの職員の業務に

影響を与えます。このため、窓口業務の担当者は、特に以下の点に留意して作業発注やメール送信を行

うよう徹底します。 

Ａ 作業内容を精査し、依頼先の部署の作業とは関係のない情報を削減する、添付ファイルの内容を

メール本文に簡潔に記載する、複数の添付ファイルをまとめてＰＤＦ化するなど依頼先の負担を

軽減する工夫を行います。 

Ｂ メールの宛先は可能な限り限定します。宛先が絞り込めない場合でも、To と Cc を適切に使い分

ける、特に関係の深い宛先を特出しして明記するなど、メール受信者が依頼内容の軽重を判断で

きるよう工夫します。 

窓口業務担当者の上司は、担当者による業務効率化の工夫が適切に行われているかをチェックし、必

要に応じて指導します。 

窓口業務や電子メールによる作業依頼の留意点は、「窓口（とりまとめ）担当者 作業発注マニュア

ル」（平成２５年６月１０日業務改善プロジェクトチーム事務局）や「電子メールに関する標準ガイド

ライン」（平成２４年１２月１８日業務改善プロジェクトチーム）にまとめられており、これらのマニ

ュアル等を様々な機会を捉えて繰り返し周知徹底します。 

 

ウ 外出先等でのメール確認による業務の効率化 

セキュリティに配慮しつつ、外出先等でも職場のメールの閲覧・送信が可能となる仕組みを導入し、

多様な業務形態を可能とし、業務の効率化を図ります。 

 

エ 資料の共有化 

職員の休暇取得等を促進するためには、業務の属人化を防ぎ、不在中でも他の職員が対応できるよう

資料を共有化しておくことが重要です。毎年１１月の国土交通省文書整理月間等の機会を通じて、紙の

資料は共用のファイルで保存し、電子ファイルは、「国土交通省における課室共有ドライブの整理方法

に係る指針について」（平成２７年３月大臣官房総務課）に従って、誰もが検索しやすいフォルダ名、

ファイル名を付与して共有ドライブに保存することを徹底します。また、保存スペースの確保など、資

料を共有・検索しやすい環境の整備に努めます。 

 

オ 会議の効率化 

部内の会議、打ち合わせ等に際しては、業務プロセスの改善により不要な会議の廃止、類似の会議の

統合等を行い、真に必要な会議に限定した上で、「世界最先端 IT 国家創造宣言」（平成２８年５月２０

日閣議決定）に基づき、会議のペーパーレス化に取り組むほか、「会議効率化ガイドライン」（平成２４

年１２月１８日業務改善プロジェクトチーム）に従って開催・運営を行い、以下の点を原則とすること

を徹底します。 

Ａ 会議の目的（意思決定、ブレインストーミング、指示伝達等）と開始時間・終了時間をあらかじ

め設定し、開催通知で周知する。 

Ｂ 配布資料は、できる限り事前に参加者に送付し、参加者はあらかじめ資料に目を通すようにする。 



Ｃ 配布資料のペーパーレス化の可能性を検討する。 

Ｄ 開始時間・終了時間を厳守する。 

Ｅ 終了前に、必ずまとめを行う。 

 

（２）－２ 勤務時間マネジメントの改革 

部局ごとの超過勤務や各種休暇の取得状況など、職員の勤務状況を事務次官、大臣官房長、局長等が

直接把握した上で、徹底した削減、取得促進に向け努力します。 

①超過勤務の縮減 

超過勤務の縮減のため、「超過勤務の縮減に向けた当面の取組について」（平成２２年５月１２日大臣

官房長通知）において設定した月６０時間の目標時間、週２０時間の上限目安時間を念頭に、適正な勤

務時間管理の徹底、業務の簡素・合理化を進めていきます。 

※超過勤務が週２０時間を超えた職員の割合（平成２８年） 本省 １０．８％ 

 

②休暇の取得促進 

日頃から各職場においてコミュニケーションを図り、休暇の取得しやすい環境づくりに努めます。 

イ 年次休暇の取得日数の目標 

このような取組を通じて、休暇の取得の少ない職員の取得を促進し、年間２０日の年次休暇のうち、

職員１人当たりの年次休暇の取得日数を、平成３２年までに１５日（本省及び観光庁は１２日）にする

ことを目標とします。 

※年次休暇取得日数（平成２８年） 

国土交通省 １３．６日（うち本省 １１．０日） 

観光庁 １２．３日、気象庁 １４．６日 

運輸安全委員会 １４．４日、海上保安庁 １３．８日 

 

２．育児・介護等と両立して活躍できるための改革 

仕事と家庭の両立支援制度の導入は進んでいるものの、制度等を利用しながら職員がＷＬＢを実現し

つつ活躍していくに際しては、いまだに障害のある場合も多くなっています。そのため、国土交通省で

は、平成２７年に導入した「すくすく育児帳」「いきいき介護帳」を活用し、育児等に係る状況（出産予

定日、配偶者の状況、保育の状況等）や両立支援制度の利用についての意向を把握するとともに、身上書

や面談を通して職員それぞれのライフイベントやそれに応じたキャリアプランに関する意向等を共有し

ます。また、育児・介護を行うこととなった職員に対して、各部局の総務課人事担当者からテレワーク、

フレックスタイム制、両立支援制度など、利用可能な制度を説明するほか、当該職員の上司は、人事評価

の期首・期末面談の機会等に制度の利用を勧めるなど、制度を利用しやすい雰囲気の醸成を図ります。さ

らに、「部下職員の育児参加促進のためのチェックシート」を課長補佐等に配布し、子供が生まれる部下

職員の育児参加を促進します。 

 

（１）男性の家庭生活への関わりを推進 

②育児休業、休暇等の取得の推進 



ウ 育児休業の取得率、配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の取得日数の目標 

男性職員については、子どもが出生した際に、育児休業を取得した職員の割合を、平成３２年までに 

１３％以上とすることを目標とします。 

女性職員については、現状の育児休業の取得割合を維持することを目標とします。 

※育児休業の取得率（平成２７年度） 

男性職員 ４．２％、女性職員 ９３．４％ 

また、男性職員の配偶者出産休暇、育児参加のための休暇について、平成３２年までに両休暇合計５

日以上取得することを目指します。 

※男性職員の配偶者出産休暇、育児参加のための休暇の合計取得日数（平成２７年度） 

平均 ２．６日 

 

（４）その他の次世代育成支援対策 

③子どもたちの体験活動等の支援 

夏休みの時期等に、子どもたちの霞ヶ関見学や施設見学等が行われています。各機関で、その業務の

特性に応じてこのような取組を推進し、広く社会を知る体験活動の機会を提供します。 

 

Ⅲ．女性の活躍推進のための改革 

１．女性の採用の拡大 

女性職員の採用については、国家公務員採用試験合格者及び国土交通省志望者に占める女性の割合に

留意しつつ、試験の種類別及び事務、技術別の各区分において新規採用者に占める女性の割合を向上さ

せるため、各年度において積極的かつ計画的に採用の拡大に努めることとします。具体的には、毎年度、

国家公務員採用試験からの採用者に占める女性の割合及び国家公務員採用総合職試験からの採用者に占

める女性の割合をそれぞれ３０％以上とするよう努めます。 

その際、国家公務員採用試験の女性申込者の拡大に向けた取組を進めます。 

※各試験からの採用者に占める女性の割合（平成２８年４月１日） 

国家公務員採用試験 ２６．２％ 

国家公務員採用総合職試験 ２１．４％ 

 

２．女性の登用目標達成に向けた計画的育成 

女性職員の登用については、昇任・昇格前の在職者に占める女性職員の割合に留意しつつ、登用の拡大

により役職者に占める女性の割合を向上させるため、各年度において積極的かつ計画的に登用の拡大及

び人材プールの確実な形成に努めます。具体的には、平成３２年度末（平成３３年４月１日時点）までに、

本省課室長相当職の女性職員割合を１．８％以上、地方機関課長・本省課長補佐相当職の女性職員割合を

５．４％以上、本省係長相当職の女性職員割合を１５．０％以上とするよう努めます。 

※各役職段階に占める女性職員の割合（平成２８年７月） 

本省課室長相当職 １．２％ 

地方機関課長・本省課長補佐相当職 ４．４％ 

本省係長相当職 １２．５％ 



 

（１）人事管理の見直し 

③転勤の可否が登用に及ぼす影響の排除・縮小 

男女共に、キャリアパスにおける転勤の在り方について検討を行います。その際、例えば、転勤を所

属の管区内等で行うことや、出産・子育て期等の前後に転勤等をさせて必要な職務経験を積ませ、登用

に向けた育成を行うなど、複線的な育成を行うことを検討します。 

 

（２）管理職員の意識改革 

女性職員の登用の拡大に向けた管理職員向けの啓発活動として研修を実施するなど、管理職員の意識

改革を図ります。特に、大臣、事務次官等から、管理職員等に対し、女性の登用を図る観点から、従来

の意識や慣行の改革、女性職員のキャリア形成支援等意欲を向上させる取組の重要性についての明確な

メッセージを毎年のＷＬＢ推進強化月間等の様々な機会に発出します。 

 

３．女性職員のキャリア形成支援、意欲向上 

育児休業からの復帰後において育児しながらのキャリアアップが困難等との理由から、女性職員の意

欲が低下し、管理職への登用を望まない場合があると指摘されていることから、女性職員のキャリア形

成支援及び意欲の向上を図ります。 


